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第１ 計画の目的 

 本章に定める計画は、南海トラフ巨大地震等の広域災害に備えるため、国が公表した

「南海トラフ巨大地震の被害想定」（令和７年３月公表）及び「南海トラフ巨大地震対

策検討ワーキンググループ報告書」（令和７年３月公表）に基づき、本県における南海

トラフ巨大地震等の広域災害対策の推進を図ることを目的とする。 

なお、本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平

成１４年法律第９２号。以下「南海トラフ法」という。）第５条第２項の規定に基づき、

南海トラフ地震に係る地震防災対策推進地域について、南海トラフ地震に関し地震防災

上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項その他南海トラフ地震に係る地震防災上

重要な対策に関する事項等を定める計画とみなすものとする。 

 

第２ 計画の基本方針 

 １ 南海トラフ沿いで発生する大規模な地震について、国では、これまで、その地震発

生の切迫性の違いから、東海地震と東南海・南海地震のそれぞれについて、個別に対

策が進められてきた。本県においては、平成１５年１２月１７日に内閣府告示第２８

８号で奈良県の全市町村の区域が推進地域に指定されたことを受け、奈良県全域を対

象としてその対策を推進してきた。 

２ こうした状況の下、平成２３年３月に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震

災）では、従来の想定をはるかに超える巨大な地震・津波が発生し、戦後最大の人命

が失われるなど、甚大な被害がもたらされた。このため、国では、平成２３年８月に

内閣府に「南海トラフの巨大地震モデル検討会」を設置し、「あらゆる可能性を考慮

した最大クラスの地震・津波」の検討を行い、関東から四国・九州にかけての極めて

広い範囲で強い揺れと巨大な津波が想定されることとなった。また、令和５年２月に

内閣府に設置された「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」及び同年３

月に中央防災会議防災対策実行会議の下に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討

ワーキンググループ」において、近年の社会変化や自然災害等の特徴を踏まえた被害

想定の見直しや新たな防災対策が検討された。 

３ 国の想定によると、南海トラフ沿いで発生する最大クラスの巨大地震は、千年に一

度あるいはそれよりもっと発生頻度が低いが、一度発生すれば、西日本を中心に、東

日本大震災を越える甚大な人的・物的被害をもたらすとともに、我が国全体の国民生

活・経済活動に極めて深刻な影響が生じる、まさに国難とも言える巨大災害になると

南海トラフ巨大地震等の広域災害に伴う被害の発生に対して、「人命を守る」ことを最

大の目標に、できる限り被害を減少させるという「減災」の考え方に基づき、県民、地

域及び防災関係機関のとるべき基本的事項を定める。 
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されており、また、本県においても最大で死者数約１，６００名など、多大な被害を

もたらすおそれがあるとされている。 

４ この計画は、南海トラフ巨大地震等の広域災害に伴う被害の発生に対して、「人命

を守る」「人命をつなぐ」ことを最大の目標に、県民一人一人ができる限り被害を減

少させるよう「減災」の考え方に基づいて「自助」の取組を推進するとともに、地域

や事業所等における「共助」の取組を促進し、県及び市町村による「公助」との連携・

協働を図るため、県民、地域及び防災関係機関のとるべき基本的事項を定める。 

５ 南海トラフ巨大地震による被害は超広域にわたり甚大であることから、近隣の被災

自治体や被災地域外の自治体との応援・受援が限定的にならざるを得ず、まずは自立

した災害対応を行うことが必要であり、次の点に留意しながら、本計画の推進を図る

ものとする。 

（１）近隣府県において津波等による大規模な被害が想定されることから、国や他自治

体等からの支援が期待できない場合も考え、まずは自立した災害対応を行うことが

必要である。なお、本県の被害が比較的軽微な場合は、沿岸部など被害の甚大な近

隣府県への支援を行う。 

   国の想定によると、震源地によって全国の被害の程度や様相は大きく異なる。ま

た、現在の科学的知見では、南海トラフ巨大地震の発生時期・場所・規模の確度高

い予測は不可能である。そのため、本県においても、県が大きな被害を受け、他自

治体等より支援を受ける（受援側になる）場合や、より被害が大きい他自治体等を

支援する側となる場合があることを想定した対応を行うとともに、発生の可能性が

高まっている旨の評価がなされた場合、地震発生に備えた防災行動を取り、被害の

軽減に努めるものとする。 

（２）第２次奈良県地震被害想定調査において最大の被害が想定されている直下型地震

（奈良盆地東縁断層帯）の被害想定は、国の南海トラフ巨大地震の被害想定を上回

っており、県内で想定される被害に対しては、住宅の耐震化や県有建築物の耐震化

促進など、これまでの地震防災対策を着実に進める。 

（３）突発的な地震に備えた対策を日頃から進めていくことが重要であり、住民一人ひ

とりが「自助」に基づき、災害リスクに対する理解を深め、住民主体でより安全な

防災行動を選択することができるよう、県や市町村がその支援を行う。 

（４）計画的かつ早急な事前防災対策の推進 

政府地震調査研究推進本部地震調査委員会における長期評価によると、今後３０

年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生する確率は６０～９０％程度以

上又は２０～５０％と評価されており（令和７年９月２６日現在）、計画的かつ早

急な事前防災対策が必要である。 

（５）地震の時間差発生による災害の拡大防止 

過去に南海トラフ沿いで発生した大規模地震を見ると、数時間から数日、あるい

は約２年間の間隔をおいて発生している場合も見受けられる。また、東北地方太平

洋沖地震（東日本大震災）においても本震の約１ヶ月後にマグニチュード７．２の

余震が発生し、復旧を遅らせたという事実もある。このように複数の地震が時間差

で発生する可能性があることを考慮し、応急活動、避難者保護、復旧活動における
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注意喚起等の対策の検討が必要である。 

（６）複数の災害等への同時対応（複合災害対策） 

複合災害は、想定され得る条件が多種多様であり、災害ごとの特性に応じた対応

をできる限り円滑に行うことが基本であることから、対応の検討に当たっては、災

害ごとの対策等の充実を図るとともに、より厳しい想定についても可能な範囲で考

慮するものとする。 

（７）災害関連死防止のための避難者の生活環境整備等の被災者支援 

    避難者の良好な生活環境を整備することは、被災者の命と尊厳を守るとともに、

災害関連死防止の観点から極めて重要である。 

６  本章に記載のない南海トラフ巨大地震等に係る地震防災対策については、前章まで

の規定に基づき実施する。 

 

第３ 防災関係機関が行う事務又は業務の大綱 

  「第１章第２節 防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱」に準じる。 
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第２節 南海トラフ地震臨時情報 

（防災統括室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 地震の時間差発生による災害の拡大防止 

１ 過去に南海トラフ沿いで発生した大規模地震を見ると、数時間から数日、あるいは

約２年間の間隔をおいて発生している場合も見受けられる。また、東日本大震災にお

いても本震の約１ヶ月後にマグニチュード７．２の余震が発生し、復旧を遅らせたと

いう事実もある。このように複数の地震が時間差で発生する可能性があることを考慮

し、応急活動、避難者保護、復旧活動における注意喚起等の対策の検討が必要であ

る。 

２ 気象庁が、①南海トラフ地震臨時情報（調査中）、②南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）、③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の情報を発表した場合におい

ては、時間差を置いた複数の地震発生等に備えて、災害応急対策を実施する。 

 

第２ 南海トラフ地震臨時情報の発表 

 １ 臨時情報について 

南海トラフ巨大地震の想定震源域及びその周辺で速報的に解析されたマグニチュー

ド６．８程度以上の地震が発生、又はプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり

等を観測した場合、大規模地震発生との関連性について調査を開始する、「南海トラフ

地震臨時情報（調査中）」が発表される。 

   これらの地震又は現象が発生した後に発生する可能性が平時に比べて相対的に高ま

ったと評価された南海トラフ地震を、以下「後発地震」と称する。なお、後発地震発生

の可能性は最初の地震発生直後ほど高く、時間とともに減少する。 

 ２ 後発地震について 

 世界の事例では、マグニチュード８．０以上の地震発生後に隣接領域で１週間以内に

同クラス以上の地震が発生する頻度は十数回に１回とされている。また、マグニチュー

ド７．０以上の地震発生後に同じ領域で１週間以内にマグニチュード８．０クラス以上

県、市町村は、気象庁が①南海トラフ地震臨時情報（調査中）、②南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震警戒）、③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を発表した場合におい

ては、県民及び関係機関が円滑かつ確実に適切な防災対応をとることができるよう、平

時から、南海トラフ地震臨時情報の内容、南海トラフ地震臨時情報発表時に実施する措

置及び国民がとるべき行動等についての周知・広報を行うとともに、時間差を置いた複

数の地震発生に備えて、災害応急対策を実施する。 
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の地震が発生する頻度は数百回に１回程度とされている。 

 

 ３ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表後、気象庁に設置された「南海トラフ沿いの

地震に関する評価検討会」における評価を踏まえ、以下の情報が発表される。 

 （１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

    南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でマグニチュード８．０以上の地

震が発生したと評価が出された場合、後発地震の可能性が平時と比べて相対的に高

まっている旨を示す。 

（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

 ①南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でマグニチュード７．０以上８．

０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲で、

マグニチュード７．０以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が

深い地域は除く）が発生もしくは、②南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界

面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたと評価が出された場合、後発地震の可

能性が平時と比べて相対的に高まっている旨を示す。 

（３）南海トラフ地震臨時情報（調査終了） 

    上記２つの臨時情報のいずれの発表条件も満たさなかった場合、その旨を示す。 

 ４ 臨時情報の発表に対する警戒等措置 

 （１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

    対象とする後発地震に対して、後発地震発生の可能性と社会的な受忍の限度を踏

まえ、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるマグニチュード８．０

以上の地震の発生から１週間（対象地震発生から１６８時間経過した以降の正時ま

での期間、以下同じ。）、警戒する措置をとる。 

    また、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるマグニチュード８．

０以上の地震の発生から１週間を経過した後は、後発地震に対して警戒する措置は

原則終了するものとし、更に１週間（対象地震発生から３３６時間経過した以降の正

時までの期間、以下同じ。）、注意する措置をとる。なお、それを経過した後は、後

発地震に対して注意する措置は原則終了するものとする。 

 （２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

    対象とする後発地震に対して、後発地震発生の可能性を踏まえ、①南海トラフ沿い

の想定震源域内のプレート境界でマグニチュード７．０以上８．０未満又はプレート

境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲で、マグニチュード７．

０以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地域は除く）の

発生から１週間（対象地震発生から１６８時間経過した以降の正時までの期間、以下

同じ。）もしくは、②南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異な

るゆっくりすべりの変化が収まってから、通常と異なる変化が観測されていた期間

343



地震編 

第５章 広域災害（南海トラフ巨大地震等）対策計画 

第２節 南海トラフ地震臨時情報 

 

とおおむね同程度の期間が経過するまでの間、注意する措置をとるものとする。なお、

それを経過した後は、後発地震に対して注意する措置は原則終了するものとする。 

 （３）後発地震に対して警戒・注意する措置等の例 

県は、明らかに被災するリスクが高い事項について回避する防災対応をとり、県全

体としては後発地震に備えつつ通常の社会活動をできるだけ維持することに留意す

る。 

    ①日頃からの地震の備えの再確認 

     ａ．家具等の固定 

       ただし、地震の規模によっては家具等の固定をしていても転倒するおそれ

があり、固定が必ずしも万能でないことに留意する。 

     ｂ．避難場所・避難経路の確認 

     ｃ．家族等との安否確認手段の取り決め 

     ｄ．家庭等における備蓄の確認 

    ②行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備等の点検 

 （４）必要な体制の確保 

    南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

注意）が発表された場合は、その程度に応じて災害対策本部等を設置するなど、必要

な体制を確保するものとし、災害応急対策要領により定めるものとする。 

（５）避難状況等の災害応急対策に係る措置の実施状況の報告等については、災害応急対

策要領により定めるものとする。 

 ５ 必要な情報の伝達・周知等 

 （１）県及び市町村等は、次の内容等を正確かつ迅速に防災関係機関等及び県民に伝達す

る。なお、その情報伝達の経路、体制及び方法については、「第８節 地震発生時の

応急対策等」により定めるものとする。 

    ①南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容 

    ②国からの指示、国民に対する周知及び呼びかけの内容 

 （２）県及び市町村等は、人命救助・被災地への物資支援等に取り組むため、交通、物流

等をはじめとする企業に対して、あらかじめ定めた計画に基づいて企業活動にあた

るよう周知する。 

 （３）県及び市町村等は、後発地震に対する警戒及び注意する措置の実施に当たり、相互

に情報共有を図るとともに、密接な連携をとりながら、実態に即応した効果的な措置

を講ずることに努める。 

（４）県及び市町村等は、県民全体に対し、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒／

巨大地震注意）」の内容や「南海トラフ地震臨時情報」発表時の防災対応等を的確に

伝達するため、平時からの「南海トラフ地震臨時情報」に関する理解促進に向けた周
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知・広報を継続的に行うとともに、「南海トラフ地震臨時情報」発表時の応急対策に

係る要員・物資の確保等の計画、地域住民や観光客等への情報提供方法、「南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震警戒）」発表時の事前避難対象地域等をあらかじめ定めて

おき、報道機関等との連携を強化することにより呼びかけの充実を図る。その際、と

るべき防災対応について、平時との違いを意識した図等を用いて、直感的でわかりや

すく説明することに加え、南海トラフ地震臨時情報発表時の偽・誤情報や買いだめ・

買い急ぎに対する注意喚起もあわせて実施する。 

 

第３ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策に係る

措置に関する事項 

 １ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等 

県は、気象庁が南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表した場合、必要に応じて担

当職員の緊急参集、情報の収集及び共有、地域住民等に密接に関係のある事項に関する

通知、その他必要な措置を行うものとする。 

なお、その情報伝達の経路、体制及び方法については、「第８節 地震発生時の応急

対策等」により定めるものとする。 

 

第４ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における災害応急対

策に係る措置に関する事項 

 １ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達 

 （１）県や市町村、関係機関及び県民等における情報伝達の経路、体制及び方法について

は、勤務時間内及び勤務時間外等の時間帯に応じて確実に情報が伝達されるよう留

意する。伝達の手段は可能な限り多重化・多様化に努めるものとし、短い時間内にお

いて正確かつ広範に伝達を行うよう留意する。また、必要に応じて地域の自主防災組

織や公共的団体等の協力を得るものとする。なお、その情報伝達の経路、体制及び方

法については、「第８節 地震発生時の応急対策等」により定めるものとする。 

（２）県民に対して情報伝達を行う際には、具体的にとるべき行動をあわせて示すこと等

に配慮するものとする。なお、外国人等特に配慮を要する者に対する情報伝達につい

ては、多言語・やさしい日本語等を用いた様々な周知手段を活用するよう努める。 

 （３）県は、状況の変化等に応じて必要な情報を逐次伝達するために必要な措置を講ずる

とともに、地域住民等が正確に理解できる平明な表現を用い、反復継続して行うよう

努める。 

 （４）周知については、冷静な対応を行うよう呼びかけるとともに、南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震警戒）等の内容、生活関連情報等の県民等に密接に関係のある事項に

ついて県及び市町村等のホームページへの掲載等により県民等へ周知する。また、県

民からの問合せに対応できるよう、窓口等の体制を整備する。なお、その情報伝達の
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経路、体制及び方法については、「第８節 地震発生時の応急対策等」により定める

ものとする。 

 ２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後の災害応急対策の実施

状況等に関する情報の収集・伝達等 

    県は、災害応急対策の実施状況や諸般の状況を具体的に把握するため、各種情報の収

集体制を整備する。また、これらの情報が正確かつ迅速に災害対策本部等に集約するた

めに必要な措置をとる。なお、その情報伝達の経路、体制及び方法については、「第８

節 地震発生時の応急対策等」により定めるものとする。 

 

第５ 関係機関がとるべき措置 

１ 県 

（１）県及び市町村は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）等が発表された場合の交通対策等の情報についてあらかじめ情報提供するもの

とする。 

（２）県及び市町村等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合

において必要となる道路管理上の措置を講ずる。この場合において、県及び市町村等

は、橋梁、トンネル及び法面のうち、危険度が特に高いと予想されるものに留意する

ものとする。 

（３）県及び市町村等は、河川管理施設について、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）等が発表された場合、それらの情報に応じた水門の閉鎖手順の確認等を講ずる。

この場合において、県及び市町村等は、内水排除施設等については、施設の管理上必

要な操作、非常用発電装置の準備、点検その他所要の措置を講ずる。 

（４）県及び市町村等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、

庁舎等公共施設のうち、後発地震の発生後における災害応急対策の実施上大きな役

割を果たすことが期待できるものについて、その機能を果たすため、必要な措置を講

ずるものとする。この場合において、県及び市町村は、非常用発電装置の準備、非常

用通信手段の確保、水や食料等の備蓄、コンピューター・システム等重要資機材の点

検その他所要の措置を実施するものとする。 

（５）県及び市町村は、各施設について、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が

発表された場合、従業員の安全確保に配慮し、緊急点検及び巡視を実施するものとす

る。 

（６）県及び市町村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合に

おける工事中の建築物その他の工作物又は施設の安全確保上実施すべき措置につい

て、工事受注者に対し、国土交通省の「建設工事公衆災害防止対策要綱」に基づき実

施するよう注意喚起するものとする。 
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２ 県警察 

（１）県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、

犯罪及び混乱の防止等に関して、次の事項を重点とする措置を講ずるものとする。 

  ・ 正確な情報の収集及び伝達 

  ・ 不法事案等の予防及び取締り 

  ・ 地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導 

（２）県警察は、車両を運転中に南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表され

た場合の運転者のとるべき行動として、次の事項について、県民等に周知するものと

する。 

  ア 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表されたことを知ったときは、

カーラジオ等により継続して地震情報及び交通情報を収集し、その情報に応じて

行動すること 

  イ 車両を置いて避難するときは、できる限り道路外の場所に移動しておくこと。や

むを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを

切り、エンジンキーは付けたままとし、窓は閉め、ドアはロックしないこと。駐車

するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げになるような場所に

は駐車しないこと 

３ 水道事業者 

水道事業者は、飲料水の供給が、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表

された場合においても災害応急対策の実施をはじめとする全ての活動の基礎となるべき

ものであることから、飲料水の供給の継続を確保することが不可欠である。このため、

水道事業者は、必要な飲料水を供給する体制を確保するものとする。 
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第３節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

（防災統括室） 

 

 

 

 

 

 

第１ 奈良県地震防災緊急事業五箇年計画 

  県、市町村は、南海トラフ巨大地震等による広域災害から県民の生命、身体及び

財産を保護するため、地震防災上緊急に整備すべき施設等について地震防災対策特

別措置法（平成７年法律第１１１号）に基づき県が策定する「奈良県地震防災緊急

事業五箇年計画」に基づき事業を推進する。 

 

第２ その他 

上記第１以外の事業についても、別に年次計画を定めてその施設等の整備促進に

努める。 

 

 

県、市町村は、「奈良県地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震防災上緊急に整備

すべき施設等について事業を推進する。 
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第４節 防災訓練計画等 

第４節 防災訓練計画等 
（防災統括室） 

 

 

 

 

 

第１  防災訓練計画 

防災訓練計画については、次の点に留意して「第２章第７節 防災訓練計画」に

基づき実施する。 

（１）県は、南海トラフ巨大地震等に関する応急対策活動を迅速・的確に行うため、

職員非常参集訓練、情報伝達訓練などの災害対策本部運営訓練、患者搬送訓練、

物資輸送訓練、自衛隊の災害派遣活動が円滑に行われるよう具体的要請内容を

想定した訓練などの現場対応訓練を実施し、職員の防災業務に対する習熟を図

る。 

（２）防災訓練は、ロールプレイング方式など災害対応能力を高める効果の高い訓

練手法を導入する。 

（３）防災訓練の実施にあたっては、可能な限り住民や自主防災組織の参加を求め、

地域防災力の向上を図る。 

（４）県は、防災訓練を通じて各種マニュアル、応援協定、防災関係施設の有効性

の検証を行い、発災時の対応能力の向上を図る。         

（５）県は、中長期的視点に立った各種訓練の体系化、訓練実施結果の分析と次期

訓練への反映など、適切な訓練の管理及び訓練成果の着実な蓄積により防災力

の向上を図る。 

 

第２  広域応援訓練 

 県は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」等に基づき実施される、

南海トラフ巨大地震等を想定した広域応援に関する合同訓練を実施又は参加し、他

府県と連携を図り、広域応援体制の構築に努める。 

 

第３  公共施設における防災対策の充実            

   各公共施設は、多数の者が出入りする場合が多く、また、地震発生時の応急対策

活動を行う上で重要な役割を果たさなければならないことから、南海トラフ巨大地

震等による混乱を最小限にし、機能を迅速に回復するため、避難対策、職員への連

絡体制、被害状況の報告方法その他の対策について計画を定めておき、計画に基づ

いた訓練を定期的に行うよう努める。 

 

南海トラフ巨大地震等、広域に被害が及ぶ災害が発生した場合において、県民（自主防

災組織等）、防災関係機関等が防災活動を的確に実施できるよう、防災訓練を実施する。 
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第５節 地震防災上必要な防災知識の普及計画 
（防災統括室、地域創造部、教育委員会） 

 

 

 

 

 

 

第１ 県職員に対する防災知識の普及 

県は、南海トラフ巨大地震等の防災対策の円滑な実施を図るため、職員の各種セミナ

ー受講や「阪神･淡路大震災記念 人と防災未来センター」での研修受講等を促進するこ

とにより、必要な防災知識の普及を図るものとする。その内容は次の事項を含むものと

する。 

１ 南海トラフ沿いで発生した既往地震及びその被害の歴史に関する知識 

２ 南海トラフ沿いで発生する地震等に伴い発生するおそれのある活断層地震に関す

る知識 

３ 南海トラフ沿いで発生する地震等に伴い発生すると予想される地震動及び津波に

する知識 

４ 南海トラフ沿いで発生する地震等に伴い発生すると予想される被害に関する知識

で、特に、次の点に留意したもの 

（１）広域かつ甚大な人的被害、建物被害、ライフライン・インフラ被害 

（２）膨大な数の避難者の発生 

（３）被災地内外にわたる全国的な生産・サービス活動への多大な影響 

（４）被災地内外の食料、飲料水、生活物資の不足 

（５）電力・燃料等のエネルギー不足 

（６）帰宅困難者や多数の孤立集落の発生 

（７）復旧・復興の長期化 

５ 地震及び津波に関する一般的な知識 

６ 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

７ 職員等が果たすべき役割 

８ 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

９ 今後地震対策として取り組む必要のある課題 

 

第２ 県民に対する防災知識の普及 

県民の一人一人が「自らの身は、自ら守る。自分たちの地域は、地域の自分たちで守

る。」という自助・共助の意識を普及させるため、県は、市町村等と協力して、インタ

ーネット（消防庁、県、市町村のホームページなど）等により、住民等に対する防災知

識の普及を図るとともに、市町村等が行う県民等に対する防災知識の普及に関し必要な

助言を行うものとする。 

県は、防災関係機関、地域の自主防災組織等と協力して、「第２章第６節 防災教育計

画」に基づく取組のほか、以下の南海トラフ巨大地震等の防災上必要な防災知識の普及

を推進する。 
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防災知識の普及は、地域の実態に応じて地域単位や事業所・職場単位等で行うものと

し、その内容は、次の事項を含むものとする。 

１ 地震発生時における地域の災害危険箇所 

２ 過去の地震災害の事例及びその教訓 

３ 地域の指定緊急避難場所、指定避難所、避難経路、避難指示の発令基準など避難に

関する知識 

４ 家庭における災害予防や安全対策（食料や生活必需品等の備蓄、非常持ち出し品の

準備等） 

５ 災害発生時の行動（家族の安否確認、出火防止等） 

６ 緊急地震速報の活用など正確な情報入手の方法 

７ 住宅の耐震診断・耐震改修の必要性（家具の固定、ブロック塀の倒壊防止対策等を

含む） 

８ 南海トラフ巨大地震等に伴い発生すると予想される被害に関する知識で、特に、次

の点に留意したもの 

（１）広域かつ甚大な人的被害、建物被害、ライフライン・インフラ被害 

（２）被災地内外の食料、飲料水、生活物資の不足 

（３）電力・燃料等のエネルギー不足 

（４）帰宅困難者や多数の孤立集落の発生 等 

 

第３ 学校教育における地震防災上必要な防災知識の普及計画 

県、市町村及び学校等においては、阪神・淡路大震災及び東日本大震災を踏まえ、次

の事項について、関係職員及び児童生徒等に対して地震防災教育を実施するとともに、

保護者に対しても連絡の徹底を図る。 

１ 教育・指導（防災訓練の実施を含む）の内容 

（１）南海トラフ巨大地震等に関する知識 

（２）地震・津波及びそれに伴う原子力災害に関する一般的知識 

（３）地震発生時の緊急行動 

（４）応急処置の方法 

（５）教職員の業務分担 

（６）児童生徒等の登下校（園）時等の安全確保方法 

（７）学校（園）に残留する児童・生徒等の保護方法 

（８）ボランティア活動 

（９）その他 

２ 教育・指導の方法 

（１）教育活動全体を通じた児童・生徒等への地震防災教育 

（２）研修等を通じた教職員への地震防災教育 

（３）ＰＴＡ活動等を通じた保護者への地震防災に係る知識の周知徹底 

３ その他 

防災教育に係る資料、教材等の情報の共有化 
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第４ 防災上重要な施設管理者に対する防災知識の普及 

本節第１に準じる。 
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第６節 地域防災力の向上に関する計画 

（防災統括室、消防救急課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１  自主防災組織の災害対応能力の向上 

南海トラフ巨大地震のような大規模地震が発生した場合、奈良県においても活断層に

よる内陸型地震と同じく非常に多数の死者・負傷者の発生も想定される。さらに、内陸

型地震とは異なり被害が広域におよび特に沿岸地域の津波被害が極めて甚大となるため

他地域からの奈良県への援助が相当の期間困難となることが想定される。 

このような南海トラフ巨大地震の特性を踏まえ、県、市町村及び各消防（局）本部は、

「第２章第８節 自主防災組織の育成に関する計画」の内容に加え、特に次の行動を重

点的に実施し自主防災組織の災害対応能力の向上を図る。 

１ 南海トラフ巨大地震の特性およびその対策についての知識の普及 

  （他地域から奈良県への援助が相当の期間困難になることの周知など） 

２ 自主防災組織が主体となり実施する訓練に対する支援 

  （特に避難所運営訓練、避難所生活体験への支援） 

３ 長期の孤立や物資不足時に活用可能な地域の人的・物的資源の事前確認 

  （ワークショップ形式による地域防災マップの作成による各種防災関係資機材の保有

者・医療従事経験者・井戸の位置の確認等） 

４ 自主防災組織同士の連携の促進 

  （交流会の開催、自主防災組織連絡協議会の設立促進等） 等 

 

第２ 事業所等の災害対応能力の向上 

 南海トラフ巨大地震は、広域的かつ甚大な被害が予想されるため、個々の事業所等の

被災に加え、流通の停滞等による生産への影響も懸念され、広範囲で事業活動に支障が

及ぶおそれがあるので、事業活動の維持・再開は地域経済等の維持にとって重要な課題

になる。   

 南海トラフ巨大地震による事業所等の被害を最小限にするため、事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）の作成、各種防災関係資機材や備蓄食糧の確保、従業員の帰宅困難化対策等、

災害対応能力の向上が一層重要となる。 

 また、地域防災力の向上のためには、被災時における地域コミュニティとの連携など

南海トラフ巨大地震は、広域的かつ甚大な被害が予想され、被災地域外から奈良県への

早期支援が期待できない場合も考えられ、まずは自立した災害対応を行うことが必要で

あることから、県民一人ひとりによる防災対策の実践に加え、住民、企業、自主防災組

織、ＮＰＯ等の主体的な参加・連携による地域の総合的な防災力の向上が重要である｡  

県及び市町村は、国と連携して、避難生活に必要な物資の備蓄、避難所環境の整備、地

域のボランティア人材の確保・育成や災害発生時における官民連携の強化など、地域防

災力の向上に努めるものとする。 
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防災活動への事業所等としての協力体制の確立も一層重要である。 

  県、市町村においては、これらの活動を推進するため、日頃から、事業所等との情報

交換や連携を進める。 

 

第３ 常備消防力の強化、緊急消防援助隊の増強等 

  南海トラフ地震が発生した場合、県内の被害確認後、緊急消防援助隊として出動可

能な隊が各消防（局）本部から出動するため、各部隊の増強を図るとともに、迅速か

つ的確な広域応援を行うことができるよう体制の強化を図る。 

  また、県内が大きく被災している場合、近隣府県にも広域的かつ甚大な被害が出て

おり迅速な受援を望むことが困難な状況が想定されるため、消防職員数の確保や市町

村の消防の広域化や連携・協力、消防防災施設・設備の整備等、常備消防力の強化に

努める。 

さらに、自衛隊等との連携強化を図るとともに、教育訓練を通じて部隊運用の強化

を図る。 
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第７節 広域かつ甚大な被害への備え 

（防災統括室、地域創造部、観光局、まちづくり推進局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 建築物の耐震性の確保 

政府地震調査研究推進本部地震調査委員会における長期評価によると、南海トラフで

次に発生する地震は多様な震源パターンがあり得るとされ、その中で、最大クラスの地

震（マグニチュード９クラス）の発生は、千年に一度かそれよりも低い確率であるとさ

れている。一方、今後３０年以内にマグニチュード８～９クラスの地震が発生する確率

は６０～９０％程度以上又は２０～５０％と評価されており（令和７年９月２６日現

在）、計画的かつ早急な事前防災対策が必要である。 

南海トラフ巨大地震の被害想定では、本県では津波被害は想定されないため、想定死

者のおよそ９０％が建築物の倒壊等によるものとされている。さらに建築物の倒壊等は、

出火・火災延焼、避難者の発生、救助活動の妨げ、災害廃棄物の発生等の被害拡大の要

因になり得ることから、これらの被害をできる限り減少させるため、奈良県耐震改修促

進計画に基づき建築物の耐震化に重点的に取り組む。 

（「第２章第１３節 建築物等災害予防計画」参照） 

１ 住宅の耐震化促進等 

住宅の耐震化は、地震による被害から県民が自らの身の安全を守るための最も重要な

課題である。県は、県民による耐震診断・改修の積極的な実施を促すため、市町村が実

施する耐震セミナーの開催を働きかける等により、地震に強い住宅に関する関心を高め

るよう啓発を行うとともに、耐震診断・改修への補助、相談窓口の開設、技術者の養成

等の対策により、県民の自発的な取り組みを支援する。 

また、屋内において、固定していない家具等の転倒、その他の落下物による被害を防

止するため、自助による事前の防災対策として、県民に対して家具固定等の推進を図る

ための啓発を実施する。 

２ 多数の者が利用する建築物等の耐震化促進等 

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正（平成２５年５月２９日公布）により、

全ての建築物の耐震化に向けた努力義務が課せられたとともに、多数の者が利用する建

築物等については、耐震診断が義務化された。県及び市町村は、既存建築物の耐震性向

上のため、耐震知識の普及・啓発を図る。 

国の公表した被害想定によると、最大クラスの南海トラフ巨大地震が発生すれば、西日

本を中心に、広域かつ甚大な人的・物的被害をもたらすとともに、我が国全体の国民生

活・経済活動に極めて深刻な影響が生じるとされている。 

このような被害の発生に対して、「人命を守る」ことを最大の目標に、できる限り被害

を減少させるよう「減災」の考え方に基づき、建築物の耐震化、帰宅困難者対策、文化

財保護対策等、事前の防災対策に取り組む。 
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３ 非構造部材の耐震対策 

県及び市町村は、既存建築物について、天井等の非構造部材の耐震点検及び脱落防止

等の耐震対策の促進に努める。 

 

第２ 長周期地震動対策 

南海トラフ巨大地震は、震源域が非常に広範囲に及び、地盤の軟弱な地域では、地盤

の固有周期に応じて地震波の長周期成分が増幅され、継続時間が長くなることが確認さ

れている。また、地震波の伝播の仕方によってこのような長周期地震動が増幅されるこ

とがあり、高層建築物や長大橋等の構造物が、長周期地震動により共振し、被害を受け

るおそれがある。 

このため、防災関係機関は、このような長周期地震動の構造物に及ぼす影響について、

今後の、国等の調査研究成果に基づき、新たな対策の必要性を検討する。 

 

第３ 斜面崩壊、液状化対策 

１ 斜面崩壊対策   

第２次奈良県地震被害想定調査によると、東南海地震と南海地震の震源域が同時に破

壊された場合、本県では約８０棟の建物が斜面災害により全壊するとされている。また、

中央防災会議が平成１５年９月に公表した被害想定によると、急傾斜危険箇所の急傾斜

地崩壊対策がまったく行われていなかった場合を全国レベルで想定すると、建物の全壊

棟数は現時点での想定被害の約１．５倍になるとされている。 

（１）地すべり防止区域の指定 

  「第２章第１９節 地盤災害予防計画」第２の１に基づき実施する。 

（２）急傾斜地崩壊危険区域の指定 

  「第２章第１９節 地盤災害予防計画」第２の２に基づき実施する。 

（３）山地災害危険区域の指定 

  「第２章第１９節 地盤災害予防計画」第２の３に基づき実施する。 

（４）土地利用の適正化 

 「第２章第１９節 地盤災害予防計画」第４、第５及び第６に基づき実施する。 

２ 液状化対策           

  第２次奈良県地震被害想定調査結果によると、本県では約１，２００棟の建物が液状

化により全壊するとされている。また、国が平成２５年５月に公表した南海トラフ巨大

地震対策最終報告においても、ライフライン・インフラ施設の液状化対策、大規模盛土

造成地の危険度評価や耐震改修工事を通じた宅地耐震化の促進等の必要性が指摘されて

いる。  

 大規模な構造物は、地下深く堅い支持層まで杭を打つなど液状化対策が講じられてき

たが、基礎の地盤が液状化現象により横方向に流れるように動く側方流動の発生事例も

報告されている。 

  防災関係機関は、液状化の可能性のある地域や対策工法の啓発に努めるとともに、県

管理施設等の液状化対策に努める。また、国等の液状化対策が明らかになった場合には、

所要の対策に努める。 
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 また、県及び市町村は、液状化のメカニズムや液状化が及ぼす影響、液状化ハザード

マップ等について、一人でも多くの住民が内容を理解できるよう周知方法を検討する。 

 

第４ 時間差発生による災害の拡大防止 

１  地震の時間差発生による災害の拡大防止 

過去に南海トラフ沿いで発生した大規模な地震を見ると、１８５４年の安政東海地

震・安政南海地震では３２時間の間隔で発生し、１９４４年の東南海地震と１９４６年

の南海地震は約２年間の間隔をおいて発生している。また、東日本大震災においても本

震の約１ヶ月後にマグニチュード７．２の余震が発生し、復旧を遅らせたという事実も

ある。このように複数の大規模な地震が、数時間から数年の時間差で発生する可能性が

あることを考慮し、防災関係機関は、応急活動、避難者保護、復旧活動における注意喚

起等を行うとともに、地震が連続発生した場合に生じる危険について広報するなど住民

意識の啓発に努める。 

２ 応急危険度判定の迅速な実施 

（１）予防計画 

 最初の地震で脆弱になった建築物等が次の地震で倒壊することによる人的被害を防止

するため、県は、被災建築物応急危険度判定士の県登録者を１，０００人以上確保する

ように努める。また、同様に被災宅地の被害を調査し、その宅地への立入りに際しての

危険度を判定する被災宅地危険度判定士の県登録者を１００人以上確保するよう努め

る。 

 また、震災後の判定活動を速やかに実施できるよう、奈良県被災建築物・宅地応急危

険度判定連絡協議会を通じて、被災市町村からの応急危険度判定の要請に即応できる体

制（連絡網）を建築関係団体等を含めて構築し、県内の相互支援体制及び実施体制の整

備を行っている。 

府県境界を超えた相互支援体制の整備については、「全国被災建築物応急危険度判定

連絡協議会」、「近畿被災建築物応急危険度判定連絡協議会」及び「全国被災宅地危険

度判定連絡協議会」で協議しており、今後も引き続き判定士の派遣、判定資機材の備蓄

等を含めた相互支援体制の整備を図る。 

（２）応急対策計画 

① 土砂災害対策 

   「第３章第２２節 地盤災害応急対策計画」第２に基づき実施する。 

② 被災建築物の応急危険度判定   

「第３章第１６節 建築物の応急対策計画」第１に基づき実施する。  

③ 被災宅地の危険度判定 

    「第３章第２２節 地盤災害応急対策計画」第６に基づき実施する。  
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第５ 帰宅困難者対策 

南海トラフ巨大地震が発生すると広域かつ甚大な被害が予想され、交通機関が長期か

つ広範囲に渡って不通になる可能性があり、災害応急対策の妨げとなる事態を防止する

とともに帰宅困難者自身の安全を確保するため、次の対策を推進する。 

１  県外就業率・就学率が高いという本県の特性を踏まえ、県外就業者・就学者（県民）

に対して、「まずは津波の心配のない場所まで逃げる」こと及び「むやみに移動を開

始しない」こと等の啓発や、他府県等との広域連携による災害時帰宅支援ステーショ

ン等の帰宅困難者支援を推進する。 

２ 年間約３，３００万人の観光客が本県を訪れることから、観光客等を対象とする帰

宅困難者対策について、観光施設・交通機関・市町村・県等で協議を行う場を設定し、

協力して、観光客向けの避難場所・物資の確保、正確な情報提供による適切な行動の

誘導など帰宅困難者支援を検討する。 

 

第６ 文化財保護対策 

本県には多数の文化財建造物が存在するので、被害軽減対策の強化、および近隣府県

等の関係諸機関との連携が必要である。被害軽減には「文化財建造物等の地震時におけ

る安全性確保に関する指針」（平成８年、文化庁）及び「重要文化財（建造物）耐震診断

指針」（平成１１年、２４年改正、文化庁）に則るとともに、「災害から文化遺産と地域

を護る検討委員会」（内閣府等）や「重要文化財建造物の総合防災対策検討会」（内閣府・

文化庁等）の検討結果を参考にするほか、「第２章第１３節 建築物等災害予防計画」第

５に基づき対策を促進する。 
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第８節 地震発生時の応急対策等 
（防災統括室等） 

 

 

 

 

 

第１ 災害対策本部等の設置 

１ 防災組織計画 

県及び市町村は、南海トラフ巨大地震等が発生した場合には、応急対策を総合的に推

進する中心的な組織である災害対策本部又は災害支援対策本部をできる限り速やかに設

置し、活動体制を確立する。 

また、各防災関係機関（災害応急対策責任者）は、それぞれの災害対策本部等を設置

し、災害の拡大を防止するための活動体制を確立し、応急対策活動を実施する。 

これらの各防災関係機関の系統図は次のとおりである。 

南海トラフ巨大地震等が発生した場合、速やかに各種応急対策を実施し、資機材、人員

等を配備手配、さらに、応援協定等に基づき他機関への応援要請を迅速・的確に行う。 
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〔災害対策系統図〕

非常災害対策本部等 内閣総理大臣

指定行政機関

災害対策本部

指定公共機関
及び指定地方公共機関

中央防災会議

指定地方行政機関

災害対策本部

災害対策本部

奈良県防災会議

奈良県水防協議会

奈良県知事

奈良県災害対策本部
（奈良県水防本部）

他都道府県

警 察 官

他市町村

※ 条 番 号 は す べ て 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 223号 ） の 条 文 を 表 す 。

被災住民

市町村長

災 害 対 策 本 部市町村防災会議

消 防 機 関
又は水防団

応
急
措
置
の
実
施
要
請

総合調整

指
示

指示

職
員
派
遣
要
請

応援要求67条

職
員
派
遣
要
請

応
援
要
求

従
事
命
令

応
急
措
置

応
急
措
置

応
急
公
用
負
担
等
62条

64条

避
難
指
示

60

条

出
動
命
令

応急措置

準備要請

58条

避
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指
示

応援要求74条

70
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71

条

68

条
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条

28

条

29

条

58

条

61

条

26条

28条

70

条 29
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示

360



地震編 

第５章 広域災害（南海トラフ巨大地震等）対策計画 

第８節 地震発生時の応急対策等 

２  災害対策本部（災害支援対策本部）の設置 

 知事は、南海トラフ巨大地震、東南海・南海地震又は当該地震等と想定される地震が

発生したと判断したときは、直ちに奈良県災害対策本部又は災害支援対策本部を設置し、

的確かつ円滑にこれを運営するものとする。 

３  災害対策本部（災害支援対策本部）体制の組織及び事務分掌等 

奈良県災害対策本部体制は「第３章第６節 活動体制計画」第４に、災害支援対策本

部体制は「第３章第１３節 支援体制の整備」に準ずる。 

（１）組織 

 奈良県災害対策本部の組織は「奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例」及び

次に定めるところによる。 

① 組織 

災害対策本部に部及び班を設ける。 

また、本部が設置されたときは、本部事務局を防災統括室に設ける。 

② 本部会議 

災害に対する総合対策その他必要な事項を協議するため、本部に本部会議を置

く。 

本部会議は、本部長、副本部長、危機管理監及び各部の部長をもって構成する。 

なお、本部員が出席できないときは、副部長等が代理出席する。 

③ 各部局連絡員及び連絡事項 

各部局連絡員は、本部会議の決定事項について各部及び各班の連絡調整を図り、

災害対策実施の円滑な処理に当たる。 

（２）分担事務 

  災害対策本部に本部長、副本部長、危機管理監、部長、副部長及び班長を置く。 

    本部長は、特に必要があると認めるときは防災会議を構成する機関の長に対し、当該

機関の職員が災害対策本部に協力するよう求めることができる。 

   副本部長は、本部長を補佐する。 

    危機管理監は、本部長及び副本部長を補佐する。 

   部長は、本部長の命をうけ、部の事務を掌理し、所属班長を指揮監督する。 

    副部長は、上司の命をうけ、その事務に従事する。 

    班長は、上司の命をうけ、その事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

    本部長に事故ある場合は、次の順によりその職務を代理する。 

     ① 副知事（防災担当） 

     ② 危機管理監 

     ③ 総務部長 

     ④ 福祉保険部長 

４ 市町村の活動体制 

  市町村は、当該市町村の区域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て第一次的に災害応急対策を実施する機関であるため、法令、奈良県地域防災計画及び

市町村地域防災計画の定めるところにより、他の市町村、県、指定地方行政機関、区域

内の公共的団体及び住民、自主防災組織等の協力を得て、災害応急対策の実施に努める。 
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  また、市町村災害対策本部の組織体制を確立するため、本部職員、消防職員及び消防

団員の動員体制並びに災害対策本部の設置、動員及び解散についての伝達方法等をあら

かじめ具体的に定める。 

５  指定地方行政機関等の活動体制 

  県の区域内の指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防

災上重要な施設の管理者、その他法令の規定による防災に関する責任を有する者は、県

の地域に災害が発生し又は発生するおそれがある場合においては、法令、防災業務計画

等の定めるところにより、その所掌事務にかかる災害応急対策を速やかに実施する。 

  また、災害応急対策に従事する職員の動員配備及び服務の基準等をあらかじめ定める。 

 

第２ 地震発生時の応急対策 

１ 地震情報の収集・伝達 

（１）地震に関する情報の種類 

     

種  類             内        容 

震源・震度情報 

（気象庁） 

 

 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）、震度１以上を観測した地点と観測した震度を

発表。それに加えて、震度３以上を観測した地域名

と市町村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手して

いない地点がある場合は、その市町村・地点名を発

表。 

その他の情報 

（気象庁） 

地震が多発した場合、震度１以上を観測した地震回

数情報を発表する。（地震発生から約10分後に気象

庁ホームページ上に掲載） 

緊急地震速報 

（気象庁） 

 

最大震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上の揺

れが予想された場合に、震度４以上又は長周期地震

動階級３以上が予想される地域に対し発表される情

報。 

奈良県震度情報ネットワーク

システムの震度 

（奈良県） 

 

奈良県震度情報ネットワークシステムの各震度計は

震度１以上で各市町村の庁舎に表示するとともに、

県庁へ送信する。観測した情報は、全てオンライン

回線で気象庁へ送られ、気象庁が速やかに精査した

上で発表される。 

 

 

362



地震編 

第５章 広域災害（南海トラフ巨大地震等）対策計画 

第８節 地震発生時の応急対策等 

（２）地震に関する情報の通知基準 

奈良地方気象台は、次の基準により「震源・震度情報」を県に通知する。また、気象

庁が「南海トラフ地震臨時情報」（本章第２節及び第３章第７節参照）を発表した場合

も県に通知する。 

   ① 県内で震度１以上を観測したとき 

   ② その他、地震に関する情報を発表することが、公衆の利便を増進すると認めら

れるとき 

（３）各機関の受理、伝達 

気象庁からの地震情報は、オンラインで県へ送られる。 

県からは、県防災情報システム等により、市町村、消防本部、関係機関へ情報が送ら

れる。 

防災関係機関は、緊急地震速報の受信体制の整備とともに市町村防災行政無線等によ

り、迅速に住民等へ情報を伝達するよう努める。 

（４）伝達系統図 

   地震に対する情報の伝達系統は次のとおりとする。 

県防災統括室では、この震度情報を震度１以上で奈良地方気象台に通知する。また、

震度３以上で県内市町村及び消防本部に、震度４以上で消防庁、県警警備課及び陸上自

衛隊第４施設団に通知する。 

 

（県防）は県防災行政通信ネットワーク、（専用）は専用線又は専用無線

日本放送協会

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民

気
象
庁
・
大
阪
管
区
気
象
台

（専用）

奈
良
地
方
気
象
台

震度情報ネットワーク震度観測市町村

奈良県
（防災統括室）
※勤務時間外は宿

日直が受領

消防庁

関係機関

警備課 警察署

（専用）

（専用）

（専用） （専用）

（県防）

（県防）

（テレビ・ラジオ）

駐在所
（交番）

市
町
村
・
消
防
本
部
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２ 早期災害情報の収集 

（１）被害状況、避難状況等の迅速・的確な把握 

  被害状況（人的被害、建物被害、道路被害、ライフラインの被害等）や避難状況（避

難指示等の発令状況、避難者数、避難所の開設状況、避難所の通信や備蓄の状況等）等

の迅速・的確な把握は、災害対応要員の動員、他機関への応援要請、救援物資・資機材

の調達、災害救助法適用の要否等、あらゆる災害応急対策の基本となる重要な事項であ

る。 

（２）実施機関 

① 県・市町村等（消防本部等含む） 

    県・市町村等（消防本部等含む）は、被害の状況及びこれに対して執られた措

置に関する情報（以下「災害情報」という。）を収集する。 

その際、当該被害が自らの対応力のみでは十分な災害対策を講ずることができ

ない災害である場合は、他機関への応援要請等を検討するため、速やかにその規

模を把握するための情報を収集するよう特に留意する。 

② 指定地方行政機関、指定地方公共機関 

指定地方行政機関、指定地方公共機関は所管する分野の災害情報を収集する。 

その際、当該被害が非常災害（国が総合的な災害応急対策を実施する特別の必

要がある程度の大規模災害）であると認められるときは、その規模の把握のため

の情報を収集するよう特に留意する。 

（３）災害時緊急連絡員による情報収集 

県は、あらかじめ職員を選定し、「災害時緊急連絡員」を編成し、県内で震度５弱以

上の地震が発生したときは、対象市町村に情報連絡員として派遣し、被害や災害対応の

状況、人的・物的ニーズなどの情報を収集する。 

  市町村に派遣された連絡員は、市町村が把握した災害情報、人員、物資等の不足の程

度等の情報について、迅速・的確に県に報告する。また、県と市町村の間の連絡調整等

の業務に従事する。 

（４）ヘリコプターによる情報収集 

早期に被害の概要を把握するため、県災害対策本部は、必要に応じ、県消防防災ヘリ

コプター及び県警察ヘリコプター及び無人航空機等により情報を収集する。また、ヘリ

コプター・テレビシステムを活用し、可能な限り映像による情報をヘリコプターから県

災害対策本部等に伝送する。 

上記ヘリコプターのみでは対応不可能な場合は、県災害対策本部より自衛隊、海上保

安庁、近畿地方整備局、他都道府県に対し、応援を要請する。（「第３章第１０節 ヘ

リコプター等の派遣要請及び受入計画」、「第３章第１４節 受援体制の整備」参照）  

（５）参集途上職員の情報収集 

  参集途上の職員は、周囲の被災状況を把握し参集後班長（所属長等）に報告する。班

長は、職員の情報内容を県災害対策本部等に報告する。 

（６）異常現象発見者の通報                                                    

① 発見者の通報義務 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、市町村又
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は警察官に通報する。 

② 市町村及び警察官の処置 

異常気象の通報を受けた警察官は、その旨を速やかに市町村に通報する。異常

現象の通報を受けた市町村は、速やかに県防災統括室に通報するとともに、法第

５４条第４項に基づき、奈良地方気象台その他の関係機関に通報しなければなら

ない。 

３ 被害状況、避難状況等の調査・報告計画 

（１）報告の基準 

    市町村等は、南海トラフ巨大地震等が発生した場合には、被害状況及び応急措置の実

施状況等を県へ報告する。 

  （２）調査・報告 

   ① 被害状況、避難状況等の調査 

被害状況、避難状況等の調査は、次表に掲げる機関が関係機関及び団体の協力・

応援を得て行う。 

被害状況、避難状況等の調査に当たっては関係機関相互に連絡を密にし、脱漏、

重複のないよう充分留意し、被害世帯数及び人数については現地調査のほか住民

登録と照合する等、的確を期するよう努める。なお、日常的に介護を必要とする

要配慮者の被害状況、避難状況等の調査・把握については、特に配慮する（要配

慮者については、「第３章第４節 要配慮者の支援計画」参照）。 
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調査事項 調査機関 主たる応援協力機関 

１ 人・住家の被害 

２ 避難に関する状況 

（避難指示等の発令状況、避難所の開設状

況、避難世帯数・避難者数） 

３ 福祉関係施設被害 

４ 医療、環境衛生施設、廃棄物処理施設被害 

５ 水道施設被害 

６ 農産物、農業施設被害 

７ 畜産被害 

８ 水産被害 

９ 農地、農業用施設被害 

10 林地、造林地、苗畑、林道、作業道被害 

11 林産物、林産施設被害 

12 商工関係被害 

13 公共土木施設被害 

14 都市施設被害 

15 県有財産、県有建築物被害 

  （文化財、警察関係施設除く） 

16 文教関係施設被害 

 

17 文化財被害 

18 警察関係被害 

19 生活関連施設被害 

市町村 

市町村 

 

 

市町村（県） 

市町村（県） 

市町村 

市町村 

市町村 

市町村 

市町村 

市町村 

市町村 

市町村（県） 

市町村（県） 

各施設 

県 

 

市町村（県）教育

委員会 

県 

警察本部、警察署 

指定公共機関等 

 

 

 

 

 

保健所 

 

農林振興事務所 

県家畜保健衛生所 

 

農林振興事務所 

農林振興事務所 

農林振興事務所 

農林振興事務所 

土木事務所 

土木事務所 

市町村 

 

 

 

 

市町村 

市町村 

 

② 報告の基準 

（ｱ）即報基準 

市町村等は、次の基準に該当する災害（該当するおそれがある場合を含む。）につ

いて、被害状況及び応急措置の実施状況等を県へ報告する。 

ｱ 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

ｲ 奈良県又は市町村が災害対策本部を設置したもの。 

ｳ 災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽微であ

っても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの。 

ｴ 地震が発生し、市町村の区域内で震度５弱以上を記録したもの。 

ｵ 地震が発生し、人的被害又は住家被害を生じたもの。 

ｶ 報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いと認められるもの。 

（ｲ）直接即報基準 

 市町村等は、地震が発生し、市町村の区域内で震度５強以上を記録した場合は、県

に加え、直接消防庁に報告するものとする（被害の有無を問わない。）。 
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（３）市町村防災担当課から県防災統括室への報告 

   ① 報告系統 

市町村防災担当課から県防災統括室への報告は、災害概況即報、被害状況即報、

災害確定報告及び災害年報とし、県防災統括室は、被害状況等を内閣総理大臣（窓

口：総務省消防庁）に報告するとともに、庁内主管課にも連絡し、必要があれば

関係機関に連絡する。 

② 災害概況即報 

市町村防災担当課は、「第２ ３（２）②(ｱ)即報基準」に該当する災害が発生

したときは、覚知後３０分以内で可能な限り早く、分かる範囲で災害に関する第

１報を電子メール、県防災情報システム等により県防災統括室に報告する。 

また、「第２ ３（２）②(ｲ)直接即報基準」に該当する災害が発生したときは、

直接、総務省消防庁に電子メール等により報告するとともに、あわせて県防災統

括室に電子メール、県防災情報システム等により報告するものとする。 

③ 被害状況即報 

市町村防災担当課は、「第２ ３（２）②(ｱ)即報基準」に該当する災害が発生

したときは、区域内の被害状況、避難状況等をとりまとめ、速やかに被害状況即

報を電子メール、県防災情報システム等により、県防災情報システム等で県防災

統括室に報告する。 

④ 災害確定報告 

市町村防災担当課は、応急対策終了後、１４日以内に（第４号様式（その２））

で県防災統括室へ報告する。 

⑤ 災害年報 

市町村防災担当課及び県関係課は、毎年１月１日から１２月３１日までの災害

による被害の状況を、翌年３月１０日までに災害年報（第３号様式）により報告

するものとし、県防災統括室は、その結果を集計して４月３０日までに総務省消

防庁に報告するものとする。 

（４）報告系統             

市町村、指定地方公共機関等は、県に報告する。 

県は、市町村から災害情報の報告を受け、入手後速やかに内閣総理大臣（窓口：総務

省消防庁）に報告する。 

（５）報告を行うことができない場合 

市町村は、通信の不通等により県に報告できない場合には、一時的に報告先を内閣総

理大臣（窓口：総務省消防庁）に変更するものとする。ただし、この場合にも市町村は

県との連絡確保に努め、連絡がとれるようになった後は速やかに県に対して報告する。 

また、市町村が災害の発生により報告を行うことができなくなったときは、県は、当

該災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。 

県が災害の発生により報告を行うことができなくなったときは、指定地方行政機関の

長は、その所掌事務に係る災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。 
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（６）市町村事業担当課から県事業担当課への報告              

   ① 市町村事業担当課 

市町村事業担当課は、災害が発生したときは担当する調査事項（本節「第２ 被

害状況等の調査・報告計画 １ 被害状況、避難状況等の調査」参照）について

被害状況等をとりまとめ、遅滞なく調査事項ごとに県事業担当課に報告する。 

② 県事業担当課 

(ｱ)県事業担当課は、調査事項ごとに市町村の被害状況等を取りまとめる。 

(ｲ)県事業担当課は、掌握した被害状況等について、各部企画管理室を通じて主管

部長に報告するとともに、県防災統括室、県関係課及び必要な関係機関に通知

する。    

③ 関係機関等   

県管財課、県教育委員会事務局、県警本部、指定地方行政機関、指定公共機関

及び指定地方公共機関は、その管理する施設について被害状況等を県防災統括室

に報告する。 

④ 県防災統括室 

県防災統括室は、県事業担当課及び関係機関から報告のあった被害状況等につ

いて事項別に集計し、必要な関係機関、報道機関等にできるだけ速やかに通知す

る。 

（７）被災者の安否情報 

   ① 安否情報の提供 

県、市町村は、次に掲げる者より被災者の安否に関する情報について照会があ

ったときは、それぞれの場合に応じた情報を提供することができる。その際、当

該安否情報に係る被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう

配慮するものとする。 

    (ｱ)被災者の同居の親族の場合 

被災者の居所、負傷もしくは疾病の状況又は連絡先その他安否の確認に必要と

認められる情報 

    (ｲ)被災者の同居でない親族又は職場等の関係者の場合 

     被災者の負傷又は疾病の状況 

    (ｳ)被災者の知人等被災者の安否情報を必要とすることが相当であると認められ

る者の場合 

     県、市町村が保有している安否情報の有無 

上記のほか、被災者が提供について同意している安否情報については、その同

意の範囲内で、又は公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度に

おいて、当該被災者にかかる安否情報を提供することができる。 

なお、県、市町村は、照会に対する回答を適切に行い、又は回答の適切な実施

に備えるために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長、消防機関、

警察その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。 

   ② 安否情報の照会 

安否情報について照会しようとする者は、県、市町村に対し、次の事項を明ら
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かにして行わなければならない。 

    (ｱ)氏名、住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地）その他の照会者を特定するために必要な事項 

    (ｲ)照会にかかる被災者の氏名、住所、生年月日及び性別 

    (ｳ)照会をする理由 

   ③ 被災者に関する情報の利用 

県、市町村は、安否情報の回答を適切に行い、又は回答の適切な実施に備える

ために必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、

その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用するこ

とができる。 

   ④ 安否不明者の氏名等の公表 

     市町村は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の

協力を得て、積極的に情報収集を行うものとする。 

     県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と

認めるときは、市町村等と連携の上、安否不明者の氏名等を公表し、その安否情

報を収集・精査することにより、速やかな安否不明者の絞り込みに努めるものと

する。 

４ 施設の緊急点検・巡視 

   県は、必要に応じて、通信施設、公共施設等、特に防災活動の拠点となる公共施設等

及び避難場所に指定されている施設の緊急点検・巡視等を実施し、当該施設の被災状況

等の把握に努めるものとする。 

５ 二次災害の防止 

  県は、地震による危険物施設等における二次被害防止のため、必要に応じた施設の点

検・応急措置、関係機関との相互協力等を実施する。 

  また、土砂災害の防止や倒壊物の飛散による被害の防止、ライフライン復旧時におけ

る火災警戒等について、市町村に注意を促すものとする。 

  

第３ 資機材、人員等の配備手配 

１  資機材等の調達手配 

    県は、管内の市町村等における必要な物資、資材（「第５章第１５節 物資等の確保」

に規定する食糧及び生活必需品等を除く。以下「資材等」という。）の確保状況を把握

するとともに、市町村等から当該資材等の供給の要請があった場合は、可能な範囲で当

該資材等の供給体制の確保を図るため県が保有する資材等の放出等の措置及び必要に応

じて市町村間のあっせん等の措置をとるものとする。 

    なお、災害復旧のため緊急に県が使用する建設機械、資材については、近畿地方整備

局、関係団体との防災協定に基づき調達する。 

２ 人員の配備 

    県は、市町村等における人員の配備状況を把握するとともに、市町村等から人員の配

備について要請があった場合は、可能な範囲で県からの人員派遣等の措置をとるものと

する。 
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３ 災害応急対策に必要な資機材及び人員の配置 

（１）防災関係機関は、地震が発生した場合において、奈良県地域防災計画に定める災

害応急対策及び災害復旧対策を実施するため、必要な資機材の点検、整備及び配備

等の準備を行うものとする。 

（２）機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定める。 

 

第４ 他機関に対する応援要請 

１ 県又は警察本部が締結している防災に関する協定等は別表にとりまとめる。 

 なお、別表は事務局がとりまとめ随時更新する。 

２ 県は必要があるときは、１に掲げる応援協定に従い応援等を要請するものとする。 

３ 県は必要があるときは、「第３章第１４節 受援体制の整備」に基づき、自衛隊の

災害派遣を要請するものとする。 

     なお、地震防災派遣を要請する予定の事項は、次のとおりである。 

      ・ 被害状況の把握 

      ・ 避難の援助 

      ・ 遭難者の捜索活動 

      ・ 水防活動 

      ・ 消防活動 

      ・ 道路又は水路の啓開 

      ・ 応急医療・救護・防疫 

      ・ 人員及び物資の緊急輸送 

      ・ 炊飯及び給水 

      ・ 救援物資の無償貸与又は譲与 

      ・ 危険物の保安及び除去 

      ・ その他知事が必要と認めるもので自衛隊との協議の整ったもの 

４ 県は、災害が発生し、他の都道府県からの緊急消防援助隊の受け入れることとなっ

た場合に備え、消防庁及び代表消防機関と連絡体制を確保し、受入れ体制を確保する

ように努めるものとする。 
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第９節 消火活動計画 
（消防救急課） 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 出火防止・初期消火 

地震発生直後の出火防止、初期消火の活動は、消防団、住民、自主防災組織及び自衛

消防組織等などによって行われるものであるので、各消防機関は関係防災機関と連携を

保ちながら、あらゆる方法を通じて、住民等に出火防止及び初期消火の徹底を呼びかけ

るものとする。 

 

第２ 消防活動 

 １ 消防職員等の確保 

震災時には、住宅密集地域において火災が多発する等、集中的消火活動が困難となる

おそれがある。また、消防器具、装備等が破損又は搬出不能となる可能性があり、さら

には消防職員、団員の召集も困難になる等消防能力の低下が考えられるので、これに対

する維持・確保の措置を考慮する。 

 ２ 消防水利の確保 

震災時には、水道施設の停止、水道管の破損等により、消火栓は使用不能となること

が考えられるので、耐震性貯水槽及び河川等の自然水利の効果的利用方法を検討する。 

 ３ 段階的防ぎょ方針 

 （１）火災が比較的少ない場合は、全ての火災に出動し、全火災を鎮圧する。 

 （２）火災が多い場合は、重要地域及び重要対象物を優先的に防ぎょする。 

 （３）火災が著しく多発し、最悪の条件下においても避難路等の確保により、人命の安

全を最優先とする。 

 

第３ 相互応援協定 

 １ 県内市町村相互の広域応援体制 

 （１）被災市町村は、自らの消防力では対応できない場合にあっては、奈良県消防広域

相互応援協定に基づく協定市町村に応援要請する。 

 （２）奈良県消防広域相互応援協定に基づく応援要請は、被災地市町村等から他の協定

市町村等へ行う。 

 ２ 他都道府県からの応援体制 

（１）市町村長は、奈良県消防広域相互応援協定に基づく応援をもってしても対処でき

ないときは、知事に対し応援要請を行う。 

地震発生直後の初期消火について、関係機関は連携を保ちながら、住民等に初期消火の

徹底を呼びかけるものとする。また、県内の市町村等による相互応援協定に基づき、市

町村等の区域を越えた活動により、被害の軽減を図る。 
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（２）知事は、市町村長から応援要請を求められたとき又は県内の消防力をもってして

も対処できないと認めたときは、直ちに消防組織法第４４条に基づき、消防庁長官

に対して緊急消防援助隊等の出動要請を行うとともに、「大規模特殊災害における広

域航空消防応援実施要綱」に基づく広域航空消防応援要請等を行う。 

 ３ 応援受入体制の整備 

  応援要請した市町村は、次の受入体制を整備する。 

 （１）応援消防隊の結集場所、誘導方法明確化 

 （２）応援消防隊との指揮命令・連絡体制の明確化 

 （３）応援消防隊の種別、隊数、資機材の把握 

 （４）資機材の手配 

 （５）応援消防隊の野営場所、ヘリポートの確保 

 ４ 他都道府県に対する応援態勢 

  知事は、消防庁長官から応援のため必要な措置を求められたときは、代表消防本部と

協議し、直ちに緊急消防援助隊の出動要請を行う。 
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第１０節 保健医療福祉活動計画 
（福祉保険部、医療政策局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 保健医療福祉活動 

１ 市町村 

（１）市町村は、被災状況に応じて、地区医師会又は医療機関に医療救護班の派遣を要

請し、医療救護活動を行う。 

（２）市町村は、市町村の対応能力のみでは不足すると認める時は、県保健医療福祉調

整本部に保健医療福祉活動チームの派遣を要請する。 

（３）市町村は、医療救護所を設置、運営するとともに保健・医療・福祉ニーズを把握

する。 

（４）市町村は、地域の医療機関の被災状況及び診療継続状況を把握し、県保健所と情

報共有を図るとともに、保健・医療・福祉ニーズの把握に努め、県と協力し避難住

民等への保健医療福祉活動を行う。 

２ 県（保健医療福祉調整本部） 

（１）県福祉保険部長は、災害対策本部が設置されるとき及び被災状況に応じて必要と

認めるときは、災害対策本部の下に保健医療福祉調整本部（本部長：県福祉保険部

長）を設置する。また、保健医療福祉調整本部の設置に伴い、被災市町村を管轄す

る県保健所長は、当該県保健所に保健医療福祉調整地域本部（本部長：県保健所長）

を設置する。 

   なお、中核市保健所である奈良市保健所においても、当該保健所の管内の被災状

況に応じて必要と認めるときは、同様の機能をもつ組織を設置する。 

（２）保健医療福祉調整本部長は、暫時参集する職員により概ね業務ごとに班を適宜編

成する。 

（３）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携し、県内の医療機関

等の被災状況及び保健医療ニーズを把握し、必要に応じて医療機関に対し人的・物

的支援を行うほか、保健医療福祉活動チーム（ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）、Ｄ

ＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）、医療救護班（ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チ

ーム）、ＪＤＡＴ（日本災害歯科支援チーム）、災害支援ナース、薬剤師チーム等の

県内医療関係団体、県内医療関係団体の属する全国組織及びその他の医療関係団体

が派遣する医療救護活動を行うチームをいう。以下同じ。）、保健師等支援チーム、

災害発生後４８時間の急性期には、被災地においてトリアージ及び応急治療を行うとと

もに、重症傷病者を被災地外へ搬送し迅速な高度医療提供を図る。また、急性期以降は、

被災者に対する、医療救護、健康相談、福祉サービスの提供、こころのケアなど、保

健医療福祉活動を実施する。 

災害の規模や原因、発生場所、発生時刻などの違いや、災害発生からの時間経過に伴う

被災地域の保健医療福祉ニーズの変化に応じた対応を図る。 
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ＪＲＡＴ（日本災害リハビリテーション支援協会）、ＪＤＡ－ＤＡＴ（日本栄養士会

災害支援チーム）、ＤＩＣＴ（災害時感染制御支援チーム）、ＤＷＡＴ（災害派遣福

祉チーム）、ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）等で、保健医療福祉活動

を行うチームをいう。以下同じ。）の派遣調整、国、近隣府県をはじめとする他公共

団体及び日本赤十字社等に対する保健医療福祉活動チームの派遣要請、並びに関連

法令等に基づく所要の指揮調整など、県内の保健医療福祉活動の実施及び調整を行

う。 

（４）保健医療福祉調整本部は、国、他都道府県等公共団体、県医師会、県歯科医師会、

県薬剤師会、県看護協会、日本赤十字社奈良県支部等との間で受援・救護体制に関

する調整を行うとともに、災害対策本部を通じ自衛隊、消防機関等との間で要救護

者、要支援医療機関等に関する搬送・移送等にかかる調整を実施する。 

（５）保健医療福祉調整本部は、市町村、保健医療福祉調整地域本部及び中核市保健所

と連携し、災害により失われた保健医療福祉提供体制の復旧と再開に向けた調整及

び計画的な支援を行う。 

 （６）保健医療福祉調整本部の運営にかかる事項は、別に「奈良県保健医療福祉調整本

部設置要綱」に定める。 

（７）保健医療福祉調整本部は、必要に応じ、その地域内における福祉的支援を円滑に

行うための総合調整等に努めるものとする。 

３ 県保健所（保健医療福祉調整地域本部） 

（１）保健医療福祉調整地域本部は、管内の医療機関の被災状況及び保健医療福祉ニー

ズを把握し、保健医療福祉調整本部に報告する。 

（２）保健医療福祉調整地域本部は、市町村を通じ避難所等の保健医療福祉ニーズを把

握し、保健医療福祉調整本部に報告する。また、保健医療福祉ニーズの把握に際し、

必要に応じて保健師等を市町村へ派遣するなどマネジメントにかかる人員支援を行

う。 

（３）保健医療福祉調整地域本部は、管内の地区医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護

協会等医療関係機関及び市町村で構成する地域災害医療対策会議を開催し、保健医

療福祉調整本部と連携して管轄地域における保健医療福祉活動を支援及び実施する。 

（４）保健医療福祉調整本部は、地域における保健医療福祉活動のマネジメント支援の

ために、必要に応じて他府県ＤＨＥＡＴ等を受入れ、保健医療福祉調整地域本部に

派遣する。 

４ 奈良市保健所及び奈良市（市災害対策本部）との連携 

保健医療福祉調整本部は、奈良市及び奈良市保健所と連絡調整を行い、奈良市域にお

ける保健医療福祉活動を実施するために必要な保健医療福祉活動チームの派遣及び受援

の調整を行う。 

 

第２ 医療機関への支援 

１ 医療情報の収集・伝達 

保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携し、ＥＭＩＳ（広域災害・

救急医療情報システム）、防災行政通信ネットワーク、衛星携帯電話等を活用し、以下
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の内容を把握する。 

① 医療機関の施設・設備の損壊状況及びライフラインの状況 

② 医療機関の稼働状況（医療提供能力、入院患者の状態、患者受入の可否） 

③ 必要とされる支援の内容 

また、ＥＭＩＳ等により把握した情報を発信し、保健医療活動に必要な情報の提供に

努める。 

２ 入院患者の移送・病院避難 

保健医療福祉調整本部は、医療機関の施設及び設備の被災状況から、入院患者の移送

又は病院避難が必要と認められる場合は、当該医療機関及び受け入れが可能な後方医療

機関と連絡調整を行い、災害対策本部を通じ自衛隊、警察、その他の機関に協力を要請

するとともに、ＤＭＡＴや医療救護班等による医療支援を投入し、入院患者等の移送支

援を行う。 

３ 医療人材及び医療資機材の支援 

保健医療福祉調整本部は、医療機関の状況をふまえ、医療人材や医薬品等の医療資機

材の支援が必要と認められる場合は、県医師会や県歯科医師会、県看護協会、県薬剤師

会、日本赤十字社奈良県支部等の医療団体と調整を行い、医療機関が必要とする保健医

療福祉活動チームの派遣や医療資機材の提供を行う。 

なお、医薬品等の医療資機材の提供体制については、本節第８で示すところによる。 

４ 医療機関へのライフラインの確保 

保健医療福祉調整本部は、医療機関の電気、ガス、水道及び燃料（重油、軽油）等の

ライフラインの復旧、確保について、優先的な措置が行われるよう災害対策本部を通じ

自衛隊や市町村、その他関係する事業者に要請する。 

 

第３ 要継続的医療支援者（人工透析患者、人工呼吸器使用者等）への支援 

県及び市町村は、災害時においても継続的な医療支援が必要となる要継続的医療支援

者への対策として次の活動を行う。 

１ 人工透析患者への支援 

（１）情報の収集及び把握 

保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村及び医療機関等を通じ、県内の透析施設

の被災状況、稼働状況、水、医薬品等の不足状況及び人工透析患者の状況把握に努め

る。 

保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約

し、医療提供体制の整備に必要な支援の調整を行う。 

（２）医療支援 

保健医療福祉調整本部は、透析施設に優先的に水が供給されるよう自衛隊や市町村

に協力を要請するとともに、本節第８に示す医薬品等の供給体制により医薬品等の供

給を行う。また、必要に応じて消防機関や災害対策本部と調整し、施設までの移動手

段の確保及び避難誘導を行う。 

保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村、透析患者団体及び透析患者に対し、透

析施設の稼働状況等の情報を提供する。 
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２ 人工呼吸器等使用者への支援 

（１）情報の収集及び把握 

保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村、医療機関及び医療機器取扱事業者等を

通じ、医療依存度の高い人工呼吸器や吸引器などを使用している在宅難病患者（指定

難病特定医療受給者証保持者等）の安否確認や被災状況の把握に努めるとともに、人

工呼吸器等使用者に対応可能な医療機関の情報を収集する。 

保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約

し、医療提供体制の整備に必要な支援の調整を行う。 

（２）医療支援 

保健医療福祉調整本部は、市町村、医療機関及び医療機器取扱事業者等と連携し、

人工呼吸器等の電源確保・供給を行うとともに、医療機器取扱事業者に対し、人工呼

吸器等の故障の際に迅速に対応するよう協力を要請する。また、対応可能な医療機関

の情報を提供するとともに、必要に応じて消防機関等への支援要請並びにＤＭＡＴ、

医療救護班による医療支援を行い、避難誘導又は後方医療機関へ搬送する。 

保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村、関係医療団体及び人工呼吸器等使用者

に対し、受入可能な医療機関等の情報を提供する。 

３ その他の要継続的医療支援者への支援 

（１）情報の収集及び把握 

保健医療福祉調整地域本部は、本節第３の１～３以外に特殊な医療支援が必要な要

継続的医療支援者、又は継続的に服薬が必要な慢性疾患患者（以下、「その他の要継

続的医療支援者等」という。）について、管内市町村及び関係医療団体等を通じ、対

応可能な医療機関、必要な医薬品や医療機器等及びその他の要継続的医療支援者の被

災状況等の情報を把握する。また、その他の要継続的医療支援者から支援要請等があ

った場合は、速やかに保健医療福祉調整本部へ報告し、医療提供体制の整備を図る。 

保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約

し、医療提供体制の整備に必要な支援の調整を行う。また、他部局との連携が必要と

考えられる場合は、情報共有を図るとともに、必要に応じて連携体制を確立する。 

（２）医療支援 

保健医療福祉調整本部は、医療機関、医療救護所等に対し、必要な医薬品や医療機

器等が優先的に供給されるよう関係団体に要請する。また、必要に応じて消防機関や

災害対策本部と調整し、対応可能な医療機関までの移動手段の確保及び避難誘導を行

う。 

保健医療福祉調整地域本部は、市町村、医療機関及びその他の要継続的医療支援者

等に対し、対応可能な医療機関や支援体制等の必要な情報を提供する。 

 

第４ 小児・周産期領域の患者への支援 

 （１）情報の収集及び把握 

保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村及び医療機関等を通じ、県内の産科施設

の被災状況、稼働状況、水、医薬品等の不足状況等の把握に努める。 

保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて収集した情報を集約
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するとともに、小児・周産期災害医療コーディネーターの支援のもと、ＥＭＩＳの活

用等により医療情報の収集を行い、医療提供体制の整備に必要な支援の調整を行う。 

 （２）医療支援 

保健医療福祉調整本部は、小児・周産期災害医療コーディネーターの支援のもと、

必要に応じて搬送調整及び消防機関や災害対策本部と調整し、搬送先までの移動手段

の確保を行う。保健医療福祉調整地域本部は、管内市町村に対し、産科施設の稼働状

況等の情報を提供する。 

 

第５ ＤＭＡＴ及び医療救護班の活動 

１ ＤＭＡＴの派遣調整 

（１）保健医療福祉調整本部は、奈良ＤＭＡＴの出動が想定される場合は、保健医療福

祉調整本部内としてＤＭＡＴ調整班を設置する。 

（２）ＤＭＡＴ調整班は、独自の情報収集や、市町村・消防機関等からの依頼に基づき、

奈良ＤＭＡＴの出動が必要と判断した場合、災害拠点病院・ＤＭＡＴ指定病院に派

遣要請を行う。 

（３）県は、ＤＭＡＴ活動の調整にあたっては、「奈良県ＤＭＡＴ運用マニュアル」に

基づき、災害医療コーディネーターと調整を図る。 

  ※災害医療コーディネーター：災害時に県や保健所が保健医療活動の総合調整を適

切かつ円滑に支援し、被災地の医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整

等を行う者。災害急性期においては、ＤＭＡＴの迅速かつ的確な出動と活動を支援

するとともに、災害急性期の医療施策等に関する助言を行う。 

（４）ＤＭＡＴ調整班は、災害規模に応じて必要と判断した場合、厚生労働省に他府県

ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

（５）他府県ＤＭＡＴを要請した場合、ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて災害対策本部

や厚生労働省と調整の上、原則として広域防災拠点の中からＤＭＡＴの参集拠点を

指定する。 

（６）ＤＭＡＴ調整班は、被災状況とＤＭＡＴ参集状況を把握し、ＤＭＡＴの派遣、調

整を行う。 

（７）ＤＭＡＴ調整班は、ＤＭＡＴの活動・受援にかかる業務の縮小にあわせ、保健医

療福祉調整本部医療支援調整班に統合されるものとする。 

２ 医療救護班の派遣調整 

（１）保健医療福祉調整本福祉部は、医療救護班の活動が想定される場合は、保健医療

福祉調整本部内に班を編制する。保健医療福祉調整本部は、医療救護班の活動にか

かる調整を行い、県内被災地外の県内医療機関等における医療救護班の編制及び派

遣先の調整を行う。 

（２）保健医療福祉調整本部は、市町村や医療機関等から医療救護班の派遣要請があっ

たとき又は被災状況に応じて医療救護班の派遣が必要と認めるときは、速やかに医

療救護班の派遣調整を行う。 

（３）保健医療福祉調整本部は、県内の医療提供体制のみでは対応が困難な場合等、必
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要に応じて、国、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」に基づ

く全国知事会、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づく近隣府県、

その他の公共団体、医療団体及び日本赤十字社等に対し、医療救護班の派遣要請等

の調整を行う。 

３ 県医療救護班の活動場所及び活動内容 

保健医療福祉調整本部は、医療救護班を適切に配置するため、班を編制する。 

（１）保健医療福祉調整本部は、傷病者が多数発生した災害現場及び負傷者が多数収容

された病院等に医療救護班を派遣し、人的支援を行う。医療救護班は、主として下

記の活動を行う。 

① 負傷者の重症度判定（トリアージ） 

② 負傷者に対する応急処置 

③ 入院患者の移送及び病院避難の支援 

④ 死亡の確認 

⑤ 遺体の検案等の協力（状況に応じて） 

（２）保健医療福祉調整本部は、避難所等に設置される医療救護所に医療救護班を派遣

し、避難所の保健医療提供体制整備のための支援を行う。医療救護班は、主として

下記の活動を行う。 

① 軽症患者に対する医療提供 

② 被災地の巡回診療 

③ ＤＰＡＴ、保健師チーム等との連携 

④ その他、必要に応じた医療提供 

 

第６ 保健医療福祉活動にかかる受援体制の整備 

保健医療福祉調整本部は、県外から保健医療福祉活動チームの支援を受け入れるにあ

たり派遣調整を行い、受援体制の整備を図る。ＤＭＡＴ等については下記に示す整備を

図る。 

１ ＤＭＡＴ 

（１）他府県ＤＭＡＴを要請した場合、ＤＭＡＴ調整班は、必要に応じて、県保健医療

福祉調整本部や厚生労働省と調整の上、原則として広域防災拠点の中からＤＭＡＴ

の参集拠点を指定する。 

（２）ＤＭＡＴ調整班は、被災状況とＤＭＡＴ参集状況を把握し、ＤＭＡＴの派遣調整

を行う。 

２ 医療救護班 

（１）保健医療福祉調整本部は、医療救護班を適切に配置するため、県内医療関係機関

等の情報を収集・整理するとともに、医療救護班の調整にかかる連絡体制を確立す

る。 

（２）保健医療福祉調整本部は、県内の医療提供体制のみでは対応が困難な場合等、必

要に応じて、国、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」に基

づき全国知事会、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づき近隣府

県、その他の公共団体、医療団体及び日本赤十字社等に医療救護班の派遣要請を行
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う。 

（３）保健医療福祉調整本部は、参集拠点を確保するとともに、受援した医療救護班の

チーム数、人員等を把握し、県内の医療提供状況について収集・分析した情報を基

に支援を必要とする県内医療関係機関等への派遣にかかる要請を行う。 

（４）保健医療福祉調整本部は、県の医療救護活動の窓口として国、全国知事会、近隣

府県、その他の公共団体、医療団体及び日本赤十字社等との連絡調整を行う。また、

活動中の医療救護班に対して情報提供及び医療資機材等の必要な支援を行う。 

３ ＤＨＥＡＴ 

（１）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部及び市町村の避難所運営に

おける健康管理に関するマネジメント業務等を支援するため、必要に応じて国に対

しＤＨＥＡＴの派遣要請を行う。 

（２）保健医療福祉調整本部は、ＤＨＥＡＴを保健医療福祉調整地域本部に重点的に派

遣し、保健医療福祉活動に関わるマネジメント業務を支援することで、被災地域に

おける健康危機管理体制の速やかな整備と維持が行われるよう努める。 

４ 保健師 

（１）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部を通じて、保健師の派遣調

整のための情報収集、整理を行い、収集した情報を基に支援を必要とする市町村に

適切に派遣できるよう調整を図る。 

（２）保健医療福祉調整本部は、県内の保健師の派遣のみで対応が困難であると判断し

た場合等、必要に応じて、隣接県や災害時相互応援協定を結ぶ府県に保健師等支援

チームの派遣要請を行う。また、全国規模の派遣要請が必要であると判断した場合、

厚生労働省に保健師の応援派遣要請を行う。 

（３）保健医療福祉調整本部は、応援・派遣保健師等の受け入れに関する方針を策定し、

派遣計画に基づき県内被災地に派遣調整を行う。 

なお、市町村からの要請に基づく応援・派遣の調整については、本節第９で示す

ところによる。 

５ ＤＰＡＴ 

（１）保健医療福祉調整本部は、ＤＰＡＴの派遣が想定される場合は、保健医療福祉調

整本部内に県ＤＰＡＴ調整本部を設置する。 

（２）県ＤＰＡＴ調整本部は、精神保健医療に関する被災状況により、県外からのＤＰ

ＡＴの応援が必要と判断した場合等、必要に応じて厚生労働省（ＤＰＡＴ事務局）

に対してＤＰＡＴの派遣を要請する。 

（３）他府県ＤＰＡＴを要請した場合、県ＤＰＡＴ調整本部は、県保健医療福祉調整本

部や厚生労働省と調整の上、必要に応じて被災地域の保健所管内にＤＰＡＴ活動拠

点本部を設置する。 

（４）県ＤＰＡＴ調整本部は、精神保健医療に関する被災状況とＤＰＡＴの参集状況を

把握し、ＤＰＡＴの活動地域（派遣先）を割り当てる。 
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第７ 後方医療体制の整備及び傷病者の搬送 

１ 後方医療体制の整備 

災害拠点病院及び被災を免れた医療機関は、被災地域からの傷病者搬送及び被災地域

の医療施設からの入院患者の移送等を可能な限り受け入れ、治療にあたる。その際、保

健医療福祉調整本部は、各医療機関が医療救護活動を円滑に実施することができるよう

に必要な支援を行う。 

保健医療福祉調整本部は、必要に応じて「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本

協定」に基づき、近隣府県に対しての傷病者の受入れ等、支援要請を行う。 

２  傷病者の搬送 

保健医療福祉調整本部及び保健医療福祉活動チームは、救護措置を行った者について、

後方医療機関への収容及び広域医療搬送が必要と判断した場合は、状況に応じて以下の

とおり対応する。 

（１）保健医療福祉活動チームは、県又は市町村の要請若しくは自らが必要と判断した

場合には、傷病者を後方医療機関へ搬送する。 

（２）保健医療福祉調整本部は、後方医療機関への搬送にあたり、各医療機関における

受診状況を収集し、積極的に情報提供及び調整を行うことで、特定の医療機関に受

診者が集中することのないよう努める。 

（３）保健医療福祉調整本部は、広域医療搬送が必要と認められるときは、国や「近畿

圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」及び「紀伊半島三県災害等相互応援に

関する協定」に基づき、近隣府県に広域医療搬送の受入れを要請する。 

また、保健医療福祉調整本部（ＤＭＡＴ調整班）は、県内医療機関での対応が困

難になった場合等、必要に応じて広域医療搬送を行うための拠点（ＳＣＵ：ステー

ジングケアユニット）を広域防災拠点等に設置する。 

広域医療搬送の調整については、原則として保健医療福祉調整本部（ＤＭＡＴ調

整班）を通じて行う。また、必要に応じて保健医療福祉調整本部も医療関係団体等

と調整を行う。 

（４）保健医療福祉調整本部は、地震等による施設・設備への被害により業務継続が困

難となった医療機関の在院患者等の搬送について、必要に応じ消防機関、自衛隊等

に対して協力を要請し、搬送の円滑な実施に努める。 

（５）重篤患者の搬送については、必要に応じて奈良県ドクターヘリ、関西広域連合（大

阪大学医学部附属病院）又は和歌山県（和歌山県立医科大学附属病院）、三重県の

ドクターヘリに支援を要請する。広域医療搬送の調整については、原則として保健

医療福祉調整本部（ＤＭＡＴ調整班）を通じて行う。 

（６）広域医療搬送等を必要とする場合は、奈良県消防防災ヘリコプターによる緊急運

行を要請する。消防防災ヘリコプターが出動できない場合は、自衛隊にヘリコプタ

ーによる搬送を要請する。 

（７）保健医療福祉調整本部は、搬送に際して可能な限りＤＭＡＴ、医療救護班等によ

る支援のもと搬送が行われるよう調整する。 
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第８ 災害時における医薬品等の供給体制 

保健医療福祉調整本部は、医療救護所等へ迅速かつ安定的に医薬品等を供給するため、

保健医療福祉調整本部内に班を編制する。災害薬事コーディネーターと連携（災害薬事

コーディネーターは医薬品等の供給に係る助言及び調整の支援を行う。）し、保健医療

福祉調整本部が把握した保健医療福祉ニーズから医薬品等に関する情報を集約・調整す

る。加えて、市町村及び医療救護所等に派遣されている薬剤師班（県薬剤師会）を通し

て医薬品供給状況等の把握を行う。 

下記１～３に示すもののほか、「災害時における医薬品等の確保・供給マニュアル」

等を参考に活動する。 

 

１ 医薬品等の要請・供給フロー 

（１）医薬品、医療機器、医療用ガス、臨床検査薬等 
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（２）血液製剤 

 

２ 災害時における関係者の役割分担 

① 市町村 

市町村は、災害時の医療救護班用としての必要な医薬品等を確保するとともに、

不足が生じた場合には、県に支援を要請する。 

なお、保健医療福祉調整本部は、市町村への支援にあたり、医療用の消毒薬等

については、医薬品等の要請・供給フローにしたがって支援を行うが、生活衛生

に必要な医療用以外の消毒薬等については、本章第１５節第１の３に基づき支援

を行うよう災害対策本部救援物資班に要請する。 

② 県 

(ｱ) 保健医療福祉調整本部は、災害発生場所等を考慮の上、あらかじめ定めた広

域防災拠点等から医薬品等集積所を指定する。集積場所における医薬品等の管理

監督は保健医療福祉調整本部が直接行うこととし、搬入・搬出・在庫管理等の作

業は、「災害時における医療救護活動に関する協定」に基づき薬剤師会から派遣

された薬剤師が行う。 

(ｲ) 保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉活動チーム及び市町村に対する支援

用として、奈良県医薬品卸協同組合、奈良県製薬協同組合、大阪医療機器協会、

日本産業・医療ガス協会、近畿臨床検査薬卸連合会（以下「医薬品卸組合等」と

いう。）に供給等の協力を要請する。 

(ｳ) 保健医療福祉調整本部は、医薬品等に不足が予想される場合には、国及び「近

畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」等に基づき近隣府県に支援を要請

する。 
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③ 関係団体 

医薬品卸組合等は、保健医療福祉調整本部から「災害時における医薬品等の供

給に関する協定書」、「災害時における医薬品の供給等に関する協定書」、「災

害時における医療機器等の供給に関する協定書」、「災害時における医療用ガス

等の供給に関する協定書」又は「災害時における臨床検査薬等の供給に関する協

定書」に基づく医薬品等の供給要請があったときは、組合員等に対し、医療救護

所等への医薬品等の供給及び搬送を要請する。 

④ 奈良県薬剤師会 

(ｱ)奈良県薬剤師会は、指定地方公共機関としての責務に基づき、積極的医療救護

活動に協力する。 

(ｲ)奈良県薬剤師会は、保健医療福祉調整本部から「災害時における医療救護活動

に関する協定」に基づく薬剤師班の派遣要請があったときは、被災地外の支部に

対し、医療救護活動を要請する。 

(ｳ)薬剤師班は、原則として医療救護所等における服薬指導、医薬品の管理等及び

医薬品等集積所における医薬品の管理等に従事する。 

⑤ 奈良県赤十字血液センター 

(ｱ)奈良県赤十字血液センターは、医療救護所等から血液製剤の供給を要請された

ときは、早急に供給する。 

(ｲ)奈良県赤十字血液センターは、災害発生後、速やかに血液製剤の確保を図るた

め、被害の軽微な地域に献血班を出動させ、県民からの献血を受ける。 

なお不足する場合は、他都道府県日赤支部（血液センター）に応援を要請する。 

⑥ 県保健所 

保健医療福祉調整地域本部は、市町村、医療救護所等への医薬品等の供給につ

いて、必要に応じ調整を図る。 

第９ 保健師等による健康管理に関する活動 

保健師及び行政に携わるその他の医療技術職（薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等）

は、地域住民の健康状態や生活状態を分析し、健康課題の予防と対策のために、環境整

備や保健指導、健康相談、健康教育等を行う。保健師の保健活動にあたっては「奈良県

災害時保健活動マニュアル」を参考にする。 

 １ 被災状況等の情報収集・分析・関係者との情報共有 

  市町村は、要配慮者の安否確認や健康状態の確認をするとともに、保健活動に必要な

被災に関連する情報を迅速に収集・分析する。 

保健医療福祉調整地域本部は、支援方法を検討するため、速やかに被災市町村に入る

等、被災状況や活動状況等の情報収集を行う。 

保健医療福祉調整本部は、保健活動にかかる総合調整を行うため、保健医療福祉調整

本部内に班を編成する。保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部が収集し

た被災に関連する情報を集約するとともに、市町村に必要な情報を速やかに提供し、支

援方針を決定する。  

２ 市町村からの要請に基づく派遣調整 

（１）市町村は、必要に応じて保健医療福祉調整本部へ保健師等の派遣要請を行う。 
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（２）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携し、市町村の派遣要

請若しくは自ら保健師等の派遣が必要と判断した場合、人材派遣計画を立て、県内

被災地外の市町村に保健師等派遣の要請を行う。 

（３）保健医療福祉調整本部は、県内応援のみでは対応が困難な場合等、必要に応じて

隣接県や近県ブロックエリア等（災害協定県を含む）に保健師等派遣の要請を行う。 

（４）保健医療福祉調整本部は、災害規模や質に応じて全国規模の派遣要請が必要であ

ると判断した場合、厚生労働省に保健師の応援派遣要請を行う。 

（５）保健医療福祉調整本部は、応援・派遣保健師等の受け入れ方針を策定し、派遣調

整・ 見直し等受け入れ体制の整備を行う。 

３ 避難所での保健活動 

（１）市町村は、被災状況に応じて避難所を開設し、避難所の環境整備と避難者の健康

管理を行う。なお、避難所における保健活動については、以下の事項に留意するも

のとする。 

① 避難所の保健活動は、環境面・運営面・住民支援・情報管理等の分類で行う。 

② 避難所でも起こりやすい健康課題（エコノミークラス症候群・感染症・スト

レス関連障害・便秘等）の予防と対策を行う。 

③ 市町村は避難所開設直後に、被害状況や設備状況、要配慮者の避難状況等を

迅速に情報収集し、被災地域を管轄する県保健所に設置された保健医療福祉調

整地域本部を通じて保健医療福祉調整本部に報告する。 

（２）保健医療福祉調整本部より派遣された、保健師等必要な職種からなるチーム（以

下、「保健師等支援チーム」という。）は、避難所における環境整備や健康管理が円

滑に行われるよう避難者の心身の健康の保持への対策を講じ、加えて要配慮者の避

難状況を確認し、緊急的に医療確保が必要な人を把握・適切な機関につなげる。 

（３）県は、避難所等の高齢者、障害者等の多様なニーズへの対応のため、必要に応じ

て、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を避難所の避難者、在宅避難者や車中泊避難

者のもとへ派遣するものとする。 

４ 在宅避難者等への支援体制の整備 

（１）市町村は、在宅避難者について、保健師等支援チーム等を活用し、迅速に在宅避

難者に関する情報収集を行い、保健師の巡回相談等により心身の健康状態や多様な

ニーズの把握と必要な支援を行う。保健活動については、以下の事項に留意するも

のとする。 

   ① 在宅避難の要配慮者については、必要な支援物資の配備や、適切な保健福祉サ

ービスが継続して受けられるように手配を行う。 

   ② 在宅避難でも起こりやすい健康課題（エコノミークラス症候群・感染症・スト

レス関連障害・便秘等）の予防に関する啓発と必要な支援を行う。 

   ③ 市町村は在宅避難者、在宅の要配慮者の状況について、迅速に収集した情報を

集約し、県保健所を通じて保健医療福祉調整本部に報告する。 

 （２）保健医療福祉調整本部より派遣された、保健師等支援チームは、在宅避難者の心

身の健康の保持への対策を講じ、とりわけ災害関連死予防にむけた積極的な啓発を

行う。加えて在宅の要配慮者の避難状況を確認し、緊急的に医療確保が必要な人を
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把握・適切な機関につなげる。 

５ 市町村への支援 

（１）保健医療福祉調整本部は、必要に応じ被災直後に被災市町村に対し、被災状況の

把握、被災者の心身の健康状態の把握、他機関との調整及び健康管理に関するマネ

ジメント業務等を支援するため、保健師等支援チームを派遣する。 

（２）保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉調整地域本部と連携して、市町村が把握

した要配慮者の情報を確認し、保健師等支援チームによる必要な支援を行う。 

（３）保健医療福祉調整本部は、避難所の環境整備や健康管理が円滑に行われるよう県

内被災地以外の市町村と連携し、保健師等支援チームを編成し、派遣する。 

６ 関係機関との連携、地域づくり  

保健医療福祉調整本部は、市町村及び医療・福祉・介護等の関係機関とのネットワー

クの構築や社会資源としてのソーシャルキャピタルを活用し、地域に密着した公衆衛生

活動を行う。 

 

第１０ 精神障害者及びメンタルヘルスに関する活動 

 保健医療福祉調整本部、精神保健福祉センター、保健医療福祉調整地域本部、市町村

等は精神障害者及びメンタルヘルス対策として次の活動を行う。 

１ 安否確認等 

保健医療福祉調整地域本部及び市町村は、相談支援事業等関係機関との連携をはかり、

在宅精神障害者の安否及び健康状況を確認して必要な支援の検討、提供を行う。 

２ 精神科病院等の被害状況の把握 

保健医療福祉調整本部は、精神科病院等の被害状況を把握し、入院可能病床の確認と

入転院の調整等を行う。入転院が必要な場合の患者搬送は、被災病院及び受入病院が協

力して実施する。 

３ ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の派遣 

（１）保健医療福祉調整本部は、ＤＰＡＴの派遣が想定される場合は、保健医療福祉調

整本部内に県ＤＰＡＴ調整本部を設置する。 

 （２）県ＤＰＡＴ調整本部は、精神保健医療に関する被災状況により、県外からのＤＰ

ＡＴの応援が必要と判断した場合、厚生労働省（ＤＰＡＴ事務局）に対してＤＰＡ

Ｔの派遣を要請する。 

 （３）派遣要請に応じて参集したＤＰＡＴは、入転院が必要な患者の搬送を補助する。 

 （４）県ＤＰＡＴ調整本部は、必要に応じて被災地域の保健所管内にＤＰＡＴ活動拠点

本部を設置する。 

 （５）保健医療福祉調整地域本部は、避難所の状況や他の保健医療福祉活動チームの活

動状況等を把握し、被災地域でのＤＰＡＴの活動が円滑に行われるよう、現地コー

ディネーターの役割を果たす。 

４ 障害福祉サービス事業所等の被害状況の把握 

市町村は、障害福祉サービス事業所（旧精神障害者社会復帰施設等）等の被害状況を

把握するとともに利用可能な施設の活用について検討する。 
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５ 相談支援等 

保健師等支援チームは、ＤＰＡＴ等と連携して避難所等を巡回し、地域精神保健活動

を展開する。特に精神疾患を有している方、遺族、高齢者、妊婦、こども等サポートの

必要性が高いと考えられる住民に配慮して活動を行う。 

精神保健福祉センターは、専門職能団体等の協力を得て、「こころのホットライン」に

よる電話相談を実施する。 

６ 情報収集・発信 

保健医療福祉調整本部及び精神保健福祉センターは、県内外の情報を集約のうえ保健

医療福祉調整地域本部及び市町村等に情報提供するとともに、こころのケアに関する情

報発信を行う。 

 

第１１ 医療関係機関・団体への協力要請 

１ 災害拠点病院・ＤＭＡＴ指定病院 

県内の災害拠点病院及びＤＭＡＴ指定病院は、被災地から移送される傷病者及び被災

医療機関等から移送される患者を可能な限り受け入れ、治療にあたる。 

２ 日本赤十字社奈良県支部 

日本赤十字社奈良県支部は、自らの判断又は保健医療福祉調整本部の要請に基づき、

医療救護班による医療救護活動を行う。 

また、必要に応じて、保健医療福祉調整本部に日本赤十字社奈良県支部日赤災害医療

コーディネートチームを派遣する。 

３ 県医師会 

県医師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関す

る協定」に基づき、被災地外の地区医師会、病院等により医療救護班（ＪＭＡＴ）を編

成し、医療救護活動を行う。 

４ 県病院協会 

保健医療福祉調整本部は、後方医療体制の整備のため、県病院協会に対して被災地か

ら移送される傷病者及び被災医療機関等から移送される患者を可能な限り受け入れ、治

療にあたるよう要請する。 

また、県病院協会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活

動に関する協定」に基づき、被災地外の病院等により医療救護班を編成し、医療救護活

動を行う。 

５ 県精神科病院協会 

保健医療福祉調整本部は、災害精神医療に対応できる医療連携体制の構築について、

県精神科病院協会に対して協力要請を行う。 

県精神科病院協会は、保健医療福祉調整本部の要請に基づき、被災地外の精神科病院

等によりＤＰＡＴを編成し、災害精神医療活動を行う。 

６ 県歯科医師会 

県歯科医師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に

関する協定」に基づき、被災地外の支部等により医療救護班を編成し、歯科医療救護活

動を行う。 
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７ 県薬剤師会 

県薬剤師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療救護活動に関

する協定」に基づき、被災地外の支部等により医療救護班を編成し、服薬指導及び医薬

品等集積所における医薬品の管理等の活動を行う。 

８ 県災害支援ナース派遣協定締結施設 

災害支援ナース派遣協定締結施設は、保健医療福祉調整本部の要請及び「奈良県にお

ける災害支援ナースの派遣に関する協定」に基づき、災害支援ナース等を医療機関、医

療救護所及び避難所等に派遣し、保健医療活動を行う。 

９ 県柔道整復師会 

県柔道整復師会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における保健医療活動

に関する協定」に基づき、柔道整復師班を編成し、医療救護所における柔道整復術の実

施等の活動を行う。 

１０ 医薬品卸組合等 

県医薬品卸協同組合は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医薬品の

供給等に関する協定書」に基づき、保健医療福祉活動に必要な医薬品の供給等を行う。 

県製薬協同組合は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医薬品等の供

給に関する協定書」に基づき、被災地等における医薬品等の供給を行う。 

大阪医療機器協会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における医療機器等

の供給に関する協定書」に基づき、保健医療福祉活動に必要な医療機器等の供給等を行

う。 

日本産業・医療ガス協会近畿地域本部奈良県支部は、保健医療福祉調整本部の要請及

び「災害時における医療用ガス等の供給に関する協定書」に基づき、保健医療福祉活動

に必要な医療用ガス等の供給等を行う。 

近畿臨床検査薬卸連合会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における臨床

検査薬等の供給に関する協定書」に基づき、保健医療活動に必要な臨床検査薬等の供給

等を行う。 

１１ 県栄養士会 

  県栄養士会は、保健医療福祉調整本部の要請及び「災害時における栄養・食生活支援

活動に関する協定」に基づき、災害時栄養支援チームを編成し、避難所等における栄養・ 

食生活支援活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

387



地震編 

第５章 広域災害（南海トラフ巨大地震等）対策計画 

第１１節 緊急輸送計画 

第１１節 緊急輸送計画            
（防災統括室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 計画の基本方針 

１ 輸送に当たっての配慮事項 

  輸送活動に当たっては、次の事項に配慮して行う。 

 （１）人命の安全 

 （２）被害の拡大防止 

 （３）災害応急対策の円滑な実施 

 ２ 緊急輸送の範囲 

  緊急度に応じ、輸送の範囲を次のとおりとする。 

 （１）第１段階 

① 救助・救急活動、医療救護活動の従事者、医薬品等の人命救助に要する要員及

び物資 

② 災害の拡大防止のための消防、水防活動等の人員及び物資 

③ 情報通信、電力、ガス、水道施設等の初動体制に必要な保安要員、及び災害対

策要員並びに物資等 

④ 後方医療機関へ搬送する負傷者 

⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な要員及

び物資 

⑥ 被災者に対して災害対策本部等が供給する食料及び水等生命維持に必要な物資 

⑦ 被災者に対して災害対策本部等が供給する生活必需品等の物資 

⑧ 被災者の緊急避難場所から避難所等への移送 

 （２）第２段階 

   ① 上記１の続行 

   ② 要配慮者の保護にかかる福祉避難所等への移送 

   ③ 傷病者及び被災者の被災外との輸送 

   ④ 輸送施設の応急復旧等に必要な要因及び物資 

 （３）第３段階 

   ① 上記２の続行 

   ② 災害応急対策に必要な要因及び物資 

 

災害時の救助活動・救急搬送・緊急物資の輸送等を迅速、的確に実施するために、陸上

交通路、航空輸送路を確保するとともに、人員及び物資の輸送に必要な車両、ヘリコプ

ター等を調達するなど、輸送力の確保に万全を期する。また、それに対応できる緊急輸

送体制を確保する。 
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第２ 輸送力の確保 

１ 防災関係機関の措置 

（１）市町村等は、あらかじめ定める災害時における輸送車両等の運用計画又は調達計

画により、車両及び車両用燃料等の調達先及び必要数を明確にし、要員及び物資等

の輸送手段を確保する。 

（２）市町村等が運用又は調達する輸送車両等が不足した場合は、次の事項を明示して  

県又は他市町村等に斡旋を要請する。 

   ① 輸送区間及び借上期間 

     ② 輸送人員又は輸送量 

     ③ 車両等の種類及び台数 

     ④ 集結場所及び日時 

     ⑤ 車両用燃料の給油場所及び給油予定量 

     ⑥ その他必要事項 

２ 県の措置 

（１）市町村等から輸送手段の確保について、県に要請があった場合、又は災害対策本

部長が必要と認める場合は、関係機関に対し協力を要請する。 

（２）知事は、輸送車両等が不足して災害応急対策の実施に支障があると認める場合は

法第７１条及び災害救助法第７条から第１０条に基づく従事命令を発し緊急輸送に

必要な車両等を確保する。 

（３）知事は、緊急輸送に必要な関係団体と、あらかじめ協定を締結し、緊急輸送に必

要な車両等を確保する。また、関係団体の意向を踏まえつつ、十分に調整を図る。

この場合関係団体とは、奈良県トラック協会、奈良県タクシー協会、奈良県バス協

会、奈良県倉庫協会等とする。 

３  近畿運輸局の措置 

近畿運輸局は、緊急輸送の必要があると認める場合は、自動車運送事業者等の関係輸

送機関に対し、運送力の確保に関しての措置をとるよう指導を行うともに、県の要請に

より車両等の斡旋を行う。 

 ４ 奈良県トラック協会、奈良県タクシー協会、奈良県バス協会等の措置 

奈良県トラック協会、奈良県タクシー協会及び奈良県バス協会等は、各加入会社の車

両台数の実態を把握しておき、被災者移送又は物資の輸送が生じた場合は、県との協定

に基づき、貨物自動車、乗用車及び乗合自動車の供給に協力する。 

 ５ 西日本旅客鉄道株式会社及び近畿日本鉄道株式会社の措置 

西日本旅客鉄道株式会社及び近畿日本鉄道株式会社は、県の要請に基づき、列車の特

発、迂回運転、災害応急対策物資、要員の優先輸送等の必要と認められる措置をとり、

その万全を期する。 

 

第３  緊急輸送体制の確立 

 １ 広域防災拠点の確保及び活用 

  県は、地域内外からの物資の集積、配送拠点として次の広域防災拠点を活用する。（「第

２章第２２節 防災体制の整備計画」参照） 
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２ 緊急輸送道路の確保 

道路は、災害においては消火・救急救助活動及び緊急物資輸送等を支える施設である

ため、円滑に機能することが必要である。 

また、速やかに復旧活動を行い、二次災害を最小限にくい止めるためにも、交通路の

確保が重要である。 

   （「第２章第１５節 緊急輸送道路の整備計画」参照） 

３ 航空輸送の確保 

（１）緊急輸送及び陸上交通の途絶等による孤立地帯への輸送は航空機（ヘリコプター）

による。 

そのため、県は県消防防災ヘリコプター、県警のヘリコプター、自衛隊のヘリコ

プター、他府県の消防防災ヘリコプター、他府県警のヘリコプター、海上保安庁の

航空機、日本赤十字社飛行隊、民間航空会社のヘリコプター等の派遣要請を行う。 

       派遣されたヘリコプターは、基本的に奈良県へリポートを基地とし、各広域防災

   活動拠点及び災害活動用緊急ヘリポートと孤立地帯との航空輸送の任にあたる。 

（２）災害活動用緊急へリポートの施設管理者及び市町村は、災害活動用緊急へリポー

   トの被災状況を調査し、県災害対策本部等に報告する。 

   （「第３章第１０節 ヘリコプター等の派遣要請及び受入計画」参照） 
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第１２節 防疫、保健衛生計画 

第１２節 防疫、保健衛生計画 
（知事公室、福祉保険部） 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 防疫体制 

１ 実施責任者 

（１）市町村 

 被災地の防疫は、当該地域の市町村が管轄保健所長の指導、指示に基づいて実施する。

ただし、当該市町村の被害が甚大で、市町村限りでの実施が不可能又は困難なときは、

管轄保健所に応援を要請し、当該保健所又は保健所管内の他の市町村からの応援を得て

実施する。 

なお、管轄保健所内においても実施が不可能又は困難なときは、保健所を通して県に

要請し、他の保健所管内の市町村又は県からの応援を得て実施する。 

 （２）県 

  県は、市町村における被害が激甚であるため、又はその機能が著しく阻害され、応援

を得ても市町村が行うべき業務を実施できないか、実施しても不十分であると認められ

るときは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」

という。）の規定により適切な措置を行う。 

２ 防疫措置の指示命令 

  県は、感染症予防上必要があると認めるときは、市町村における災害の規模、態様に

応じ、その範囲、期間を定めて次の事項について指示及び命令を行う。 

なお、被害激甚な市町村に対しては、県又は管轄保健所の職員を現地に派遣して「奈

良県防疫必携 第１２節 災害防疫に定める「災害防疫調査指導票」様式７号」により

その実情を調査し、実施方法及び基準を示して指導に当たる。 

（１）感染症法第２７条の規定による消毒の施行に関する命令及び指示 

 （２）感染症法第２８条の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関する命令及び指示 

 （３）感染症法第２９条の規定による物件に係る措置に関する命令及び指示 

 （４）感染症法第３１条の規定による生活用水供給の指示 

 （５）予防接種法第６条の規定による臨時予防接種に関する指示（市町村に実施させる

のが適当な場合に限る。） 

 

第２ 食品衛生対策 

１ 食品衛生監視班の編成及び派遣 

県は、災害時の状況に応じて、被災地域が広域に及ぶ等の理由から管轄保健所のみで

災害発生時には、生活環境の悪化に伴い、被災者の病原体に対する抵抗力の低下など、

感染症が発生しやすい状況となるため、防疫措置を迅速に実施し、感染症の発生及び流

行を未然に防止する。 
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第１２節 防疫、保健衛生計画 

は十分な対応ができないと認めるとき又は管轄保健所長から食品衛生監視員の派遣要請

があったときは、食品衛生監視員を中心とした食品衛生監視班を編成し、派遣する。 

派遣された食品衛生監視班は、被災地の管轄保健所長の指揮のもとに活動を行うもの

とする。 

２ 食中毒の防止 

県は、関係機関と密接な連携を図りながら、被災地の食品関係営業施設及び臨時給食

施設（避難所等の炊き出し施設）の実態を把握し、食品衛生監視員等により次の事項に

ついて現地指導を徹底し、食中毒の発生を防止する。 

（１）食品衛生関係営業施設の監視指導 

食品関係営業施設の被害状況を把握し、停電や浸水等により腐敗、変敗した食品が供

給されることがないよう監視指導を行う。 

（２）食品（救援物資等）の衛生指導 

救援物資等食料供給基地での食品の期限表示等、保管方法に関する調査及び衛生指導

を行うとともに、避難所等の食品取扱者及び食品の配布を受けた被災者等に対して、食

品の取扱いに関する情報提供及び衛生指導を行う。 

 （３）臨時給食施設（避難所等の炊き出し施設）の衛生指導 

食品取扱者に対して衛生指導を行い、食品を介して感染する疑いのある疾病等の症状

を呈している者が食品の取扱いに従事しないように指導する。 

 （４）飲料水（水道水）の簡易検査 

停電や配水管の損傷等に伴い、水道水の消毒不足又は水道の断水が発生した場合に、

消毒効果の簡易検査を行う。 

３ 食中毒発生時の対応 

県は、被災地において食中毒が発生した場合、食品衛生監視員等による食中毒調査を

行い、原因究明を進めるとともに被害の拡大を防止する。なお、食品が原因と考えられ

る感染症が発生した場合は、県（福祉医療部医療政策局疾病対策課）と連携し、感染症

法の規定に基づく調査及び消毒等の指示・命令等を行い、被害の拡大を防止する。 

（１）食中毒調査 

① 喫食者調査 

原因と考えられる食品を喫食した者を対象に、喫食状況及び症状等の疫学調査

を行う。また、有症者に対して、必要に応じて検便を行う。 

② 施設調査 

原因と考えられる施設に対して、食品の調理、保管等の状況及び食品取扱者の

健康状況を調査する。また、必要に応じて、食品検査及び食品取扱者の検便を行

う。 

（２）拡大防止措置 

食中毒が疑われる場合には、速やかにその原因と考えられる食品の調理・供給を停止

するとともに、被災者等に対して喫食しないように呼びかける。 

（３）支援要請 

必要に応じて他府県に支援を要請する。 
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第３ 防疫・保健衛生用資機材の調達等 

 １ 市町村 

 市町村は、防疫・保健衛生用資機材を確保するとともに、資機材の調達が困難な場合

には、県に斡旋を依頼する。 

２ 県 

  県は、市町村から資機材の斡旋依頼があった場合には、関係機関及び関係業者の協力

を得て、積極的に斡旋、調達を行う。 

医薬用の消毒薬等は、本章第１０節第７に示す医薬品等の要請・供給フローに従って

確保・供給する。また、生活衛生に必要な医療用以外の消毒薬等については、災害対策

本部救援物資班に要請し、本章第１５節第１の３に基づき確保・供給する。 

なお、県の対応能力のみでは十分でないと認めるとき等、必要に応じて、国及び「近

畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」等により、隣接府県に支援を要請する。 

 

第４ 家庭動物（ペット）の災害対策 

１ 奈良県動物救護本部の設置 

県は、奈良県動物救護本部設置要綱に基づき、「動物救護本部」を設置し、公益社団法

人奈良県獣医師会、奈良市健康医療部保健所等とともに、次の事業を行う。 

（１）被災動物の保護収容、飼養管理、譲渡等に関する事業 

（２）傷病状態にある被災動物の応急措置、治療等に関する事業 

（３）被災動物を飼養する者に対する飼養の支援等に関する事業 

（４）被災動物の救護に必要な施設、設備、物資等の提供又は貸与に関する事業 

（５）その他、救護本部が定めた事業 

２ 飼養者の責務 

家庭動物（ペット）の飼養者は、避難する際は、動物の同行と適切な管理に努める。

また、自身の動物が県等に保護収容された場合は、長期にわたり放置することなく、可

能な限り早期に引き取り、又は適正に飼養できる者に譲渡する等、飼養者の責務を全う

するよう努める。 

３ 特定動物の逸走対策 

※ 法律において飼養・保管の許可が必要とされる動物。（例：ワニ、クマ等） 

県は、特定動物の管理状況を確認し、逸走等の事態が生じている場合は、次の対策

を講ずる。 

（１）飼養者への指示 

特定動物の飼養者に対し、直ちに警察官に通報するとともに、付近の住民に周知し、

捕獲その他の必要な措置をとるよう指示する。 

（２）飼養者が対応困難な場合の措置 

特定動物の飼養者が所在不明であったり、(１)の指示に関する飼養者の対応が困難

であったりする場合等においては、飼養者に代わって警察に通報するとともに、市町

村と連携して付近住民への周知に当たる。また、捕獲等が必要な場合は、警察等の関

係機関に協力を要請する。 
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第５ 生活衛生対策 

  県は、市町村が旅館・ホテル等を避難所として利用する場合は、感染症発生防止の観

点から以下の対策を講ずる。 

 １ トイレ、施設等の衛生確保 

  ハエ、蚊等衛生害虫の発生防止に関する指導等適切な措置を行う。また、清掃・消毒

に関する指導等適切な措置を行う。 

 ２ 浴場等の衛生保持 

  レジオネラ感染症等の発生予防対策として、消毒効果の簡易検査を行うとともに、清

掃・消毒に関する指導等適切な措置を行う。 
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第１３節 支援・受援体制の整備 

（防災統括室、県土マネジメント部） 

 

 

 

 

 

第１ 広域防災体制の確立 

１ 近隣府県においては、沿岸部で津波による甚大な被害も想定され、近畿圏危機発生

時の相互応援に関する基本協定など既存の都道府県間の応援システムや国等からの支

援が期待できない場合も考え、自立した災害対応を行う必要がある。 

２ 市町村及び県は、救命救助活動等の災害応急対策活動のほか、避難所や医療施設等

の機能維持のため、石油等の燃料の確保について関係団体等と協定締結等を進める。 

 

第２ 遠隔都道県との連携 

南海トラフ巨大地震が発生すると近隣府県の多くが被災する可能性があるため、大災

害が発生してもお互いが同時に被災する可能性が少ない遠隔都道県との連携が必要とな

る。東日本大震災で得られた教訓を踏まえて改正された「全国都道府県における災害時

等の広域応援に関する協定」に基づく近畿ブロック以外の遠隔地域との連携体制等の活

用を図る。 

 

第３ 被災地への人的支援 

市町村及び県は、医師、保健師、土木及び農林関係等、派遣可能な専門職員の人数を

あらかじめ把握しておき、災害時における応援協定や、関西広域連合、全国知事会、全

国市長会又は全国町村会からの要請等に基づき、被災地に迅速に職員を派遣する。さら

に、国の現地災害対策本部が設置された際には、リエゾンとして職員の派遣を行い、必

要な情報収集等を行うものとする。 

  また、必要に応じて、応急対策職員派遣制度や災害マネジメント（総括）支援員制度

等の国の制度を活用し、支援又は受援に努める。 

 

第４ 大規模な広域防災拠点の整備 

紀伊半島には大規模な広域防災拠点はないことを踏まえて、五條市に南部中核拠点と

して、当該エリアを広くカバーする大規模な広域防災拠点の整備を段階的に進めている。 

 

近隣府県においては、沿岸部で津波による甚大な被害も想定され、国や他都道府県等か

らの支援が期待できない場合も考え、自立した災害対応を行う必要がある。また、本県

の被害が軽微である場合は、被害の甚大な他都道府県への支援を行う。 
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第１４節 広域避難対策 

第１４節 広域避難対策 
（防災統括室） 

 

 

 

 

 

 

第１ 広域避難者の受け入れ体制の整備 

 市町村及び県は、本県における被害が軽微な場合は、甚大な被害を受けた近隣府県等

からの避難者の受け入れ及び生活支援を行う。このため、市町村と連携して支援体制の

構築を図ることとし、南海トラフ巨大地震等の発生や原子力発電所事故等による大量の

被災者を受け入れるための体制整備を市町村と連携して進める。 

避難に際して、多数の避難者を迅速に移動させる必要があるため、空路での大量移送

力を備えた広域防災拠点の整備を図る。 

また、大量の被災者を長期間受け入れる場合を想定して、旅館、ホテル等宿泊施設の

長期借上げや賃貸住宅の斡旋等について事業者と協議を進める。 

 

第２ 広域避難者への対応 

奈良県への避難者に対しては、市町村、社会福祉法人、ＮＰＯ団体、ボランティア等

と連携して、訪問調査や相談総合窓口（ワンストップサービス）の設置を行うなど、避

難者のニーズをきめ細かく把握し、住居の確保や学校の手続きなど生活全般について「と

ことん親切に対応」する。 

また、避難所における避難自治体が被災者の所在地等の情報を共有する仕組みを円滑

に運用する。 

市町村及び県は、本県における被害が軽微な場合は、甚大な被害を受けた近隣府県等か

らの避難者の受け入れ及び生活支援を行う。 
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第１５節 物資等の確保 

第１５節 物資等の確保 
（防災統括室、福祉保険部、産業部、食農部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 県、市町村、住民の役割分担 

１ 住民の役割 

住民は、食料、飲料水その他の生活必需物資の備蓄に努めなければならない。 

また、東日本大震災の経験から、交通及び物流ネットワークの寸断により、支援物資

がすぐに行きわたらない可能性もあることから、防災の基本である「自らの安全は自ら

が守る」という原則に基づき、最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水及び生活必需

品を非常時に持ち出しができる状態で備蓄するよう努める。特に食物アレルギー等の食

事に関して配慮が必要な住民は、平時から最低３日間、推奨１週間分の分量を自ら確保

するように努める。この分量を確保するためにローリングストック法等によりストック

が可能な食料及び生活必需品を備蓄し、日常生活の中で、継続して備蓄できるように努

める。 

（ローリングストック法とは、備蓄用の特別な食料を確保しておく必要はなく、普段食

べている食料を古いものから順に使い、食料を循環させる方法のことをいう。） 

また、家族構成を考慮して、避難するときに持ち出す最低限の生活用品についてもあ

わせて準備するよう努める。 

２ 市町村の役割 

市町村は被災した住民や一時的滞在者に対して物資を供給するために、物資の調達及

び供給計画を策定し、その計画に基づき地域に即した方法等により調達及び供給を行う

ための環境整備に努める。特に災害発生時に、被災した住民へ物資を円滑に供給するた

めに、民間の施設やノウハウを活用できるよう整備に努める。また、物資の備蓄につい

ては、男女共同参画担当部署や女性職員の参画も得ながら、女性と男性のニーズの違い

や、妊産婦・乳幼児・子育て家庭、家庭動物（ペット）の飼養等のニーズを十分に踏ま

えた品目を選定し、必要かつ十分な物資を備蓄する。 

３ 県の役割 

県は、被災住民に供給する生活必需品や感染症対策に必要な物資等及び市町村の要請

を受けて必要となる物資の広域的かつ一元的な調達及び供給を行うための環境及び体制

の整備に努めるとともに、市町村における計画策定にかかる助言を行う。特に災害発生

時に、被災した市町村へ物資を円滑に供給するために、倉庫協会等の民間の施設及び物

最大クラスの南海トラフ巨大地震が発生した場合、甚大な被害が発生することは、東日

本大震災の経験からも明らかである。広域的な停電による製造業の停止、物流道路等の

損壊も想定され、数日で被災地に物資が届くように復旧するとは限らない。 

こうした被害想定を、県民、防災関係機関は再認識し、災害への備えとして、多様な手

段を用いて物資等の確保に努めるものとする。 

また、県及び市町村は、物資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分

散備蓄を行う等配慮するとともに、物資拠点を設けるなど、体制の整備に努める。 
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流事業者等のノウハウを活用する。また、物資の備蓄については、男女共同参画担当部

署や女性職員の参画も得ながら、女性と男性のニーズの違いや、妊産婦・乳幼児・子育

て家庭、家庭動物（ペット）の飼養等のニーズを十分に踏まえた品目を選定し、必要か

つ十分な物資を備蓄する。 

 

第２ 平時の物資調達 

県及び市町村は、平時から災害の発生に際し必要となる物資の調達を、次により行う。 

１ 市町村の物資調達 

市町村は、供給するのに必要な食料品等の物資の調達を行うために流通業者と協定を

締結する等具体的方法を検討し、災害発生時に被災した住民に物資を円滑に供給するた

めに、迅速かつ的確・適切に対処するための環境及び体制を整える。 

その方法は、おおむね次のとおりとする。 

（１）調達物資の品目・輸送拠点・輸送方法等を明らかにする。また、調達物資の品目

については、要配慮者、女性、こどもにも配慮する。 

（２）調達の方法は、自主備蓄・生産者備蓄・流通備蓄、市町村間における応援協定の

締結、共同備蓄、又は備蓄の相互融通を行うなど、地域に即した方法を採用し、実

効性の確保に努める。 

（３）国の新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠点の

登録に努め、国、県との情報共有を図る。 

（４）調達を行うための調達責任者及び担当者を指定し、その職務権限を明らかにする。 

（５）その他、物資の調達に必要なことを定める。 

２ 県の物資調達 

県は、供給するのに必要な生活必需品の物資の調達を行うための具体的方法を検討し、

速やかに実施するため、倉庫協会、トラック協会と連携し救援物資対応マニュアルの見

直しを随時行い、常に災害発生時に迅速かつ的確・適切に対処するための環境及び体制

を整える。 

その方法は、おおむね次のとおりとする。 

（１）調達する物資は、県が応急的に供給する品目と併せて、市町村の要請を受けて必

要となる品目とする。 

（２）調達の方法は、自主備蓄、生産者備蓄、流通備蓄等幅広く採用し、実効性の確保

に努める。 

（３）物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ備蓄物資や物資拠点の

登録に努め、国、市町村との情報共有を図る。 

（４）県及び市町村で応急対応又は応援措置等の実施が困難な場合等必要に応じ「近畿

圏危機発生時等の相互応援に関する基本協定」及び「紀伊半島３県災害時相互応援

協定」に基づく応援調達の内容を具体的に踏まえたものとする。 

（５）調達を行うための調達責任者及び担当者を指定し、その職務権限を明らかにする。 

（６）その他、物資の調達に必要なことを定める。 
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第５章 広域災害（南海トラフ巨大地震等）対策計画 

第１５節 物資等の確保 

第３ 平時の報告   

   災害発生時において、県が適切な物資の供給及び支援を行うため、市町村は、少なく

とも年１回、平時から調達物資の品目・数量・集積場所・民間との災害時応援協定の締

結状況及び担当部署を県に報告する。 

 

第４ 食糧備蓄率の向上  

県民による食糧備蓄率は防災意識向上及び市町村による備蓄啓発活動により向上が見

込まれるが、災害による被害の想定は困難であることから、市町村及び県は積極的に災

害時の物資確保に努めるべきである。また、学校等においては、帰宅困難となり学校等

にとどまらざるを得なくなった乳幼児・児童・生徒のための物資を備蓄するよう努める。 

市町村及び県は災害時に必要とされる多様な物資を現物備蓄だけでなく、流通業者と

の協定等、災害時に有効と考えられる物資確保の手段により積極的に確保する。 
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